
メールにて本会宛に届きましたご参照ください。

関係団体御中

(宛先多数のためBCCで送信)

平素よりお世話になっております。

厚生労働省保険局医療費適正化対策推進室の斎藤と申します。

この度、「個人への予防インセンティブ検討ワーキンググループ」における議論を踏まえて、

「個人の予防・健康づくりに向けたインセンティブを提供する取組に係るガイドライン」を

一部改正したため、お知らせいたします。

周知に関しまして、ご協力いただきますようよろしくお願いします。

【ガイドライン掲載先】

個人の予防・健康づくりに向けたインセンティブを提供する取組に係るガイドライン(2026

年3月一部改正)
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口ず 1・健康づくりに向けたインセンティブを提供する取組に係るガイドライン」改正のホイント
令和8年3月

.医療保険制度改革において、保険者が行う保健事業としてより一層のインセンティブの取組が推進され、加入者に予防・健康づく句の
インセンティブを提供する取組(個人インセンティブの)が保険者の努力義務として位置づけられた。(H28年4月施行国保法等改亜却

.「個人の予防・健康づくりに向けたインセンティブを提供するに係るガイドライン」(H28年5月策定)について、有識者による議論
をもとに、さらなる実施の拡大とより効果的な取組の推進に資するよう見直しを行った。

改正のボイント

、
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ψ取組の前提としてのへルスリテラシーの形成と、プログラムの効果を高めるためのへルスリテラシー向上の働きかけの重要性を強調

参'1!士4 世,!三虻江ノノ=4 区睡(10保険者の取組を事例集として提示)ナ、"
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ψ市町村における地域づくり、企業における人的資本への投資など、多様な視点から個人インセンティブの取組を推進

ψ最新の取組例を踏まえて、健康無関心層への働きかけ、特定健診特定保健指導と結びつけた取組、地域貢献に資する報奨設定など
様々な推進方策を例示
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ψ予め事業三平価の方法を定めて事業設計を行うことの重要性を強調し、事業評価 ・各段階を意識しながら、

に当たっての指標例を提示 事業の効果を検証する
ことが重要。

ψ各保険者における事業の改善に活かせるよう、「事業計画・事業評価のための 1テ動変谷 ・望ましい効果が現れる

標準的なテンブレート」を提示 ためには、プログラムを
実施しながら、継続的に
ヘルスリテラシー向上に

向けた働きかけを行う

@1・その他、さらなる実施の拡大と、より効果的な実践の推進に資するよう 継続的な健康づくり ことも有用。

T'アプリ等をはじめとしたICT活用、事業を委託する場合の留意点、
活用可能性のある補助金等の例示も記載。

参加へのきっかけづくり
・恩1・事業評価に当たっては、各段階(右図)を意識して対象者への効果を検証し、
'T'対象者の行動変容や、事業目的に見合う社会的・経済的インパクトが
得られているか等の視点を持って多角的に三平価していくことが重要。 ヘルスリテラシーの形成(基盤整備)
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「個人の予防・健康づくりに向けたインンディフを提供する取組に係るカイトフイン」概要
平成28年5月策定、令和8年3月一部改

【ガイドラインの目的】各保険者における個人インセンティブの取組の実施を拡大し、より効果的な実践を推進する

令和8年一音カイトライン内合

y保険者における最新の実施状況を反映0 健康づ《りの基本理念

基本的な考え方 .保険者が個人インセンティブの取組を進める必ψ地域づくり、人的資本への投資など、多様
な視点からの取組の重要性を強調要性

(本人の段階に応じた情報提供の観点、1CT活の二成.。上の観点を官個人への分かりやすい情報提供2

用を含めた情幸艮伝達手段など)"""

インセンティブの提供方法の考え方(多様な方ψ自治体における地域貢献の観点、グループ
個人にインセンティブを提供する方法3 単位でのインセンティブ設定などを追カロ法の例示、公的医療保険制度との関係など)

健康意識や行動変容の状況にあわせたインセン土、Ξ"天{ヒ、
ティブの活用の在り方 との結びつけ個人インセンティブの取組における

4
評価指標の類型(参加型、努力型、成果型)評価指標と報奨の在り方 ψ報奨の設定方法を充実

ex.地域貢献等の社会的な報奨、健康づくりへ効果的な報奨の在り方や留意点
の関心を引き出す報奨

予め事業評価の方法を定めた事業設計の必要性ψ事業三到西に当たっての指標例を提示

個人イシセシティブの取組の事業評価 短期的・中長期的な視点でのアウトカム指標とψアプリ等の導入にかかる事業者委託の際の5

留意点を追記アウトプット指標の設定

'事例にもとづいたし'のム'ヌゾ事例集を踏まえ推進方策の例を充実6

参考 俳雁劣・関係する補助金等を例示
料1

.保険者における事業改善に活かせるテンプレー参考 (業乕窒)
トを提供資料2

(更棄斤)・10保険者の取組を提未

個人インセンティブの取組の推進方策

個人インセンティブの取組に活用可能
のある補助金等

事業計画・事業評価のための標準的な
テンプレート
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個人の予防・健康づくりに向けたインセンティブを提供する

取組に係るガイドライン

1.基本的な考え方
(1)本ガイドラインのねらい
(2)個人インセンティブの取組を推進することの背
(3)個人インセンティブの取組の目的

(4)公的医療保制度で個人インセンティブの取組を実施する上での留意点

2.個人への分かりやすい情報提供
(1)基本的な考え方

(2)提供する報の内容
(3)情報伝達手段の在り方
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1)基本的な考え方
(2)基本的な考え方を踏まえた評価指標の内容
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(1 )基本的な考え方
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5.個人インセンティブの取組の事業評価

6.個人インセンティブの取組の推進方策
1)対者の拡大や取組の継続を促す工夫
①普及啓発 ②ロコミの誘発③業所とのコラボヘルス
④日常動線の活用⑤インセンティブの評価指標や報奨の工夫
⑥フィードバックによるモチベーション維持⑦効果の確認
(2)事業の続性を確保する工夫

参考資料1:個人インセンティブの取組に活用可性のある補助金等

参考資料2:事業計画・業評価のための標準的なテンプレート(別添)
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1.基的なえ方

(1)本ガイドラインのねらい

0我が国の平均寿命は、経済の発展、保健衛生及び医療の水準の向上等に支えられながら、

国民のたゆまぬ努力により延伸し続け、国際的に高い水準となっている。

0だが、今や、単に長寿を全うするだけでなく、生涯にわたり健康で生き生きとした生活

を送ること、健康長寿社会を構築していくことが国民全ての願いである。

0このためには、生活習慣病が中心となっている疾病構造の中で、国民一人ひとりが、「自

らの健康は自らがっくる」という意識を持ち、それぞれの年齢や健康状態等に応じて、

具体的行動として一歩を踏み出すことが重要である。

0一方、既存の調査研究事業の結果等を踏まえると、地域及び職域におけるこれまでの第

一次予防としての健康づくり施策が必ずしも個々の住民や従業員一人ひとりまで行き

届いておらず、自分自身の健康づくりに対して関心が低いなど健康づくりの取組を実施

していない層(以下「健康無関心層」という。)が一定程度存在している現状がある。

(この健康無関心層は、健康づくりの対象となる住民等の約7割も存在するという調査

結果もある。)

0このため、個人の健康づくりに向けた意識を喚起し、具体な取組として一人ひとりがそ

れぞれの選択の中で第一歩を踏み出すきっかけづくりとなるよう、ボピュレーションア

プローチとして様々なインセンティブを提供することや、一人ひとりがその人なりに楽

しく努力し続けることができるよう、アプリをはじめとした I CT ・ A 1 の活用や民間

の創意工夫により、国民に多様な選択肢を提供していくことが必要である。

0また、こうした個人の予防・健康づくりに向けたインセンティブを提供する取組(以下

「個人インセンティブの取組」という。)をより効果的に推進する観点からは、個人が

日常生活の大部分を過ごす企業や地域社会などにおいて、無理なく自然にこれを行える

環境づくりや、身近な存在と、共に励まし合い、共に取組を進めることが可能となるよ

う、健康づくりを通じた新たなコミュニティを構築していくことも併せて考えていくこ

とが重要である。

0現在、多くの医療保険者や企業、市町村等(以下「保険者等」という。)において、加入

者や従業員、地域住民(以下「加入者等」という。)に対して、様々な形で個人インセン

ティブの取組が実践されており、全保険者の約7割において実施されているとの調査結

果が出ている(2025年度保険者データヘルス全数調査)。

0加えて、保険者等において、特定健康診査(以下「特定健診」という。)・特定保健指導

を含む生活習慣病の予防の観点だけでなく、ライフステージに着目した健康支援、性差

に応じた健康課題への対応、高齢者における介護予防や自立支援など、様々な視点から

の健康づくりへの働きかけも進められている。また、市町村等であれぱ地域づくり・ま

ちづくりの観点、企業等であれぱ保険者とのコラボヘルスを介して人的資本投資やウェ

ルビーイング経営といった観点で、単に個人の健康づくりを支援するだけではなく、保

険者等が多様な視点から個人インセンティブの取組を戦略的に活用していくことも重

要となってきている。



0本ガイドラインでは、こうした先行事例も参考にしつつ、個人インセンティブの取組を

中心として、医療保険制度等の趣旨に照らし保険者等が留意すべき点も明示しながら、

個人が主体的に健康づくりを進めるための様々な方策を提案することで、こうした取組

を推進することを目的とする。また、令和8年の一部改正においては、最新の取組例を

踏まえてガイドライン内容の充実を図るとともに、個人インセンティブの取組を初めて

実施する保険者等においても、また、これまで実施してきた事業をさらに発展させたい

保険者等においても、事業の設計・評価等が行いやすくなるよう、事業評価のための指

標例や標準的なテンプレートを提示した。本ガイドラインを活用し、各保険者における

個人インセンティブの取組の実施がさらに拡大し、より効果的な実践が推進されること

を期待したい。

(2)個人インセンティブの取組を推進することの背景

0平成25年12月に成立した「持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に

関する法律」(以下「社会保障制度改革プログラム法」という。)では、健康長寿社会の

実現に向けて、国民の自助・自立のための環境整備等を進める観点から、政府は「個人

がその自助努力を喚起される仕組み及び個人が多様なサービスを選択することができ

る仕組みの導入その他の高齢者も若者も、健康で年齢等にかかわりなく働くことができ、

持てる力を最大限に発揮して生きることができる環境の整備等に努める」こととされて

いる。

0こうした社会保障制度改革プログラム法の規定も踏まえ、平成27年5月の医療保険制

度改正においては、各医療保険者の保健事業の中に新たに「健康管理及び疾病の予防に

係る自助努力への支援」が位置付けられ、各医療保険者において、義務化された特定健

診・特定保健指導の実施のほか、個人インセンティブの取組を含め、積極的に加入者自

身の自助努力を支援する取組を進めることが期待されている。

0また、平成27年6月に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針2015」(い

わゆる骨太方針)においては、インセンティブ改革がその柱のーつに位置付けられ、「健

康づくり等を行う個人に対するへルスケアボイント付与等により、保険者、医療保険制

度加入者双方の合理的行動を促し、頑張りを引き出す仕組みを拡充・強化する」ことと

されたところである。

0これらの経緯を背景に、平成28年5月に本ガイドラインを策定し、さらに、平成30年

度からの保険者インセンティブの見直しに当たって、ヘルスケアボイント等の個人への

インセンティブ等が保険者共通の評価指標に採用された。保険者インセンティブにおけ

る個人インセンティブ関連指標の達成割合は、健保組合(2021年度38.9%→2023年度

45.6%)、共済組合(2021年度 41.フ%→2023年度 48.8%)、市町村国保(2018年度 68.5%

→2023年度 86.8%)、広域連合(2021年度馴.1%→2023年度 61.フ%)と年々上昇して

いるが、保険者によって差がありさらに促進させる必要がある。

0このように、健康長寿社会の実現に向けて、個人の主体的な予防・健康づくりを推進す

るため、政府はもとより、民間においても、インセンティブ改革を推進していくことと

されている。



(3)個人インセンティブの取組の目的

0個人インセンティブの取組は、地域や職域の健康無関心層に対して、健康に対する問題

意識を喚起し、行動変容につなげることを目的として実施するものである。

0本人が健康に関する情報を入手し、適切に理解・評価して、自らの行動に活用すること

が重要であるとともに(ヘルスリテラシーの観点)、自身の健康に対する問題意識をも

とに行動変容していくためには、本人に丁寧かつ分かりやすく健康情報を提供し、それ

を正しく理解した上で、健康づくりの取組を実践してもらうことが基本である。

0ただ、健康無関心層に対しては、必ずしも「健康」という切り口だけでは行動変容にま

でつながらないという実態がある。このため、健康無関心層に対しては、上記のような

促しに併せ、より本人の関心等を踏まえた「健康」以外の多様なインセンティブの提供

という形でアプローチしていくことが有効である。

0いわぱ、インセンティブの取組は、本人の健康づくりへの「きっかけづくり」と、それ

が習慣化するまでの「継続支援」として実施するものである。当初の段階では、インセ

ンティブによって結果的に本人が健康づくりの取組を実践・継続することになったとし

ても、最終的には、本人のへルスリテラシーが向上し、健康に対する問題意識が芽生え、

インセンティブがなくとも、自発的かつ積極的に健康づくりの取組を継続するという姿

を目指して進めることが必要である。

0なお、この取組は、健康な人が健康を維持するだけでなく、治療中の人が自ら生活習慣

の改善に取り組むことも含め、幅広い対象者について目的に応じて事業を組み立てるこ

とが考えられる。

0事業開始に当たっては、目的に応じた効果的な取組となるよう、評価計画(KP I、評

価デザイン等)を含む事業計画を予め策定し、結果や効果を検証しながら継続的に事業

の改善を図っていくことが重要である。

4)公的医療保険制度で個人インセンティブの取組を実施する上での留意点

0民間医療保険では、任意加入であるが故に、疾病りスクに応じて保険料の設定がなされ

る。その際、具体的な保険料額は、個人と民間保険会社との間での契約(約款)におい

て定められる仕組みである。

0他方、公的医療保険では、仮に任意加入にすると民間医療保険に加入できない疾病りス

クの高い人ぱかりが加入するといういわゆる「逆選択」の問題が生じてしまい制度とし

て成り立たなくなってしまうことから、強制加入の仕組みとし、疾病りスクを国民皆で

分散する仕組みとしているため、原則として、疾病りスクにより保険料に差を設けるこ

とは公的医療保険制度の趣旨にそぐわない。

0このため、こうした民間医療保険と公的医療保険の違いも踏まえ、個人インセンティブ

の取組に当たっては、個人の疾病りスクといった属性ではなく、予防・健康づくりの推

進に向けた個人の主体的な取組を評価するような仕組みとして検討する必要がある。

0また、個人インセンティブの取組は、一義的には保険者等が保険料財源や一般財源を用

いて実施することを想定したものであるが、公平性・倫理性を確保し、全ての加入者に

とって何かしらの形で参加機会が与えられるよう留意していくことが重要である。その

場合に、金銭的な価値が過大なインセンティブの設定や、結果的に加入者等の間で不公



平感が生じたり納得感が得られにくかったりする運用は避けるとともに、保険給付本体

に支障を及ぼすような事態とならないよう、適切な事業の実施・評価・改善に努めるこ

とが必要である。



個人への分かりやすい情報提供

(1)基本的な考え方

0健康無関心層への働きかけとして、健康以外の多様なインセンティブの提供により、健

康づくりの取組への参加や継続を促すことは有効であったとしても、こうした取組に併

せて、保険者が加入者に対して、ヘルスリテラシー向上に向けた働きかけを行いつつ、

本人の健康情報を分かりやすく提供し、継続的に健康に対する問題意識を喚起していく

ことが重要である。

0このような健康情報の提供が、当初はインセンティブにより健康づくりの取組に参加し

た個人が、最終的に自発的かつ積極的に健康づくりの取組を実践するために必要となる

と考えられる。

0例えぱ、特定健診を例に挙げると、加入者の生活習慣病に櫂患するりスクを把握し、リ

スクに応じた取組(日々の生活習慣改善に向けた気づきゃ促しの実施、特定保健指導に

よる個別的な介入など)につなげていくという役割や、医療機関を受診する必要性があ

ると判断された者については、確実に医療機関を受診するよう促すという役割がある。

0このため、加入者の健康への気づきにつながるよう、丁寧かつ分かりやすく提供してい

くことが重要であり、結果そのものを分かりやすく提供することも重要であるが、加入

者の健康への気づきという観点からは、提供する情報の内容についても、本人にとって

の付加価値を高める工夫が必要である。

0また、りスクを減少させるための行動の効果については、エビデンスに基づいて分かり

やすく示す必要がある。

2)提供する情報の内容

0まずは特定健診等の結果やデータについて分かりやすく提供し、本人の気づきを促すと

いう観点から、いくつかの段階に分けて考えることができる。

第1段階加入者の健康状態を分かりやすく伝える

結果・データを伝えるときに、単に検査値(数字)を伝えるだけでなく、例えぱ、レーダー

チャートにする、過去からの経年変化をグラフ化する、同年代等との比較をするなど、これ

らを併せて伝えることにより本人の取組による変化を確認できるようにするなど、加入者

の視覚に訴えかける方法で伝えていくことが考えられる。

第2段階生活習慣病等の疾病りスクとの関係でより個別的な情報を伝える

どのような疾病りスクが高まるのか、または医療機関を受診する必要性がある場合など、

現在の本人の検査値の持っ意味にっいて、分かりやすく加入者に伝えることが考えられる。

第3段階改善等に向けてどういった行動をしていけぱよいのかについて伝える

健康の維持のための行動や、疾病りスクを避けるためには、どぅいった生活習慣の改善を行

つていけぱよいのか個別的なアドバイスを伝えることが考えられる。その際、医療機関を受

診する必要性があると判断された者にっいては、確実に医療機関を受診するよう促す必要

がある。

第4段階加入者の行動変容を継続支援するためのフィードバックを実施する

行動実践後の変化(歩数、体重、血圧等)を見える化し、本人に達成感を与えっつ、効果的

にインセンティブを提供し、モチベーションを維持することが重要である。この際、賞賛や

表彰等の非金銭的なインセンティブを活用することも効果的であると考えられる。



0加入者の気づきを促すという観点からは、上記の全てについて提供していくことが望ま

しく、更に、第3段階の改善に向けた本人の行動を促す観点、また、第4段階の継続支

援を行う観点から、一定の個人インセンティブの取組と併せて実施していくことで、よ

り効果的に行動変容の促進につながることが期待される。

(3)情報伝達手段の在り方

0健診等の結果やデータの伝達手段としては、紙媒体、 1CT (携帯端末、アプリ、職場

等のPCやボータルサイト)の活用、対面での説明が考えられる。

0いずれの手段で情報提供を行うかについては、提供する情報の内容、対象とする加入者

の年齢や ITりテラシーの程度、企業であれぱ業種・業態も踏まえ、加入者に活用され

る可能性がより高い方法や複数の方法の組み合わせで行うことが望ましく、双方向のコ

ミュニケーション(質問、相談、フィードバック等)を可能とする仕組みも有用である。

0また、例えぱアプリの活用に当たっては、事業主と一体的に導入・運営して周知を図っ

たり、自治体全体のアプリと連動させたりすることで、アプリ利用率の向上につながる

と考えられる。

0加えて、健診や保健指導等のタイミングや行動変容の節目に合わせたりマインド通知や

フォローアップを行い、適切な関与を継続していくことが重要である。

(4)情報提供に当たっての留意点

0健診結果等の情報提供を行う場合に、本人の気づきにつながるような内容で提供してい

くことは重要であるが、その際、個人の健康情報に関する取扱いに十分に配慮するとと

もに、医師法・歯科医師法等の関連法規を遵守し、いたずらに本人の不安を煽ったり、

混乱を招くような表現は厳に慎むことが必要である。

0例えぱ、健診結果を本人に伝える際に、当該対象者を直接診察した医師,歯科医師以外

の者(保険者等や委託先機関)が、診断結果を示すような、断定的に決めつける表現を

用いることは医師法等に抵触する恐れがある。

<注意すべき表現の例>
0例えぱ、診察した医師・歯科医師以外の者(保険者や委託先機関等)が、「あなたは、高血圧症です」、
「あなたは、●●病が疑われます」など、医師・歯科医師による診断結果を示すような、断定的に決め
つける表現を用いることは、医師法又は歯科医師法に抵触するおそれがあるため、
①対象者に関する客観的なデータを示すようにすること
②その際には、「血圧が基準値に比べて高い」など、一般的な医学的知識である基準値と当該データを比
較する等により行うこと
③その上で、基準値との比較等に基づいて一般的な対処方法を指導すること
などに留意し、医学的判断を伴わない範囲に止める必要がある。
0改善に向けた行動のアドバイスをする際に、●●さえ実施すれぱ改善できるといった限定的な提案は避
け、本人の意思で選択が可能であることを伝える必要がある。

<医師法・歯科医師法違反についての考え方>
0医師・歯科医師でない者が診断を行ってはならない。
0医師・歯科医師であっても、自ら診察をしないで治療や診断書などを交付してはならないことから、当
該対象者を診察していない医師・歯科医師は当該対象者の診断はできない。
0システムで一律的に結果データを自動判定し、その結果を当該対象者へ知らせる場合も、医師・歯科医
師の診察による診断結果ではないため、これと紛らわしい表現は用いない。



5)ヘルスリテラシーの形成・向上の観点

0特定健診の取組の進展に伴って、上述のような個人への分かりやすい情報提供について

も多くの保険者等で実施されてきていると考えられるが、情報の受け取り手である加入

者等が、その情報を正しく理解し、必要な行動に結びつけて考えられることが重要であ

る。自身の健診結果への理解度が高いほど、健康増進に向けたプログラムの継続率が高

<、その後の効果にも良い影響を与えるとの研究結果もある。個人インセンティブの取

組を行う場合においても、分かりやすい情報提供に加え、その前段階として加入者等の

ヘルスリテラシーの状況を把握し、ヘルスリテラシーの形成・向上に向けた取組とあわ

せて行ってぃくことが有用である。例えぱ、研修やeラーニング、専門家による助言等

を通じて、自身の健康情報(健康行動と疾病りスクの因果)や健康に係る制度等(保健

事業やプログラム活用の意義)の理解を深められるような働きかけを行うとともに、自

己効力感の醸成を図っていくことが考えられる。



個人にインセンティブを提供する方法

0保険者等が本人の取組内容や結果に対して表彰等を行うことで、健康づくりの取組を鼓

舞するといった取組が実施されており、対象となる加入者等の年齢や属性によってはこ

うした方法が効果的な場合も考えられる。

0また、保険者等で行われている個人インセンティブの取組としては、加入者等の一定の

行動に応じて、ボイント(ヘルスケアボイント)を付与し、一定のポイントが蓄積され

た段階で物品等に還元する(還元可能なものは、健康施設の利用補助、健康器具やプリ

ペイドカードなど多岐にわたる他、ボイントそのものに換金性を持たせている場合もあ

る)といった取組もある。さらに、例えぱ自治体における健康ボイント事業で、歩数や

体組成測定などに対してボイントを設定し、地域の商店街で使用できる商品券との交換

や学校へ寄付できる仕組みとすることで、地域貢献・社会貢献にもつなげている事例が

ある。

※現在、保険者で実施されているインセンティブ提供の方法については、関係法令に照らし問題がある

というものではない。

0これらに加えて、例えぱ、ヘルスプロモーションの一策として、当該インセンティブと

してのボイントの付与を行うタイミングを、例えぱ、事業主の給与支払と同時に行うこ

と等の工夫を行い、これを保険者が「保険料への支援」と呼称することも考えられる。

※なお、こうした取組以外にも一部の保険者等によって現金を付与するという取組が行われている場合

もあるが、現金の付与については、法的に実施可能かどうかという観点とは別に、そのこと自体が目

的化しやすいので、慎重に考えることが必要である。

0また、インセンティブを提供する対象を個人のみとせず、グループ単位や支部単位とす

ることで、集団での取組を鼓舞したり、組織内での健康に向けた風土づくりに役立てた

りする方法もみられる。

0なお、個人インセンティブの取組を公的医療保険制度の保健事業として行う場合には、

公的医療保険制度の趣旨との関係(疾病りスクに応じた保険料の設定はできない)を踏

まえると、インセンティブ提供の方法として個人の保険料(率・額)を変更することは

困難であるため留意が必要である。

0また、例えぱ、健康無関心層に対して効果的な働きかけを行う観点や、全ての加入者に

実施してほしい取組(特定健診の受診等)を広める観点から、任意の付加サービスや特

典の提供条件に差異を設ける形での働きかけを行うことも考えられる。その際には、以

下の条件を満たすことができるよう留意されたい。

過度な経済的不利益を与えないこと(伊」:保険料(率・額)への影響は避ける)

代替手段を用意すること(例:基本サービスは全員に提供する)

透明性を確保すること(例:目的や条件を十分に周知する)

公平性を担保すること(例:属性に応じた是正策を設定する)

評価を実施すること(例: KP 1 を設定し加入者等に対して毎年度報告する)



0個人の取組を評価する指標の設定によっては、医療機関への受診が抑制されかえって重

症化を招くおそれも考えられるので留意が必要となる。(※「4.個人インセンティブ

の取組における評価指標と報奨の在り方」において詳述)

0これらの取組を実施するための財源は、保険者が加入者に対して実施している場合には、

保健事業の中で保険料を活用して実施されていること、また、市町村が当該市町村国保

の加入者の枠を超えてより幅広く地域住民に対して実施している場合には一般財源(税

金)が活用されている場合が多いことから、公平性の観点からも過度にならないように

留意が必要である。(※財源については、「参考資料1:個人インセンティブの取組に活

用可能性のある補助金等」を参照)



人へインセンテブのにおける' と
1

の

ア基本的な考え方

0健康無関心層への働きかけという直接的な目的を踏まえると、個人インセンティブの取

組は幅広い対象者に対してボピュレーションアプローチの一部として実施し、結果とし

て健康無関心層を動かすという仕組みとして考えていくことが必要である(特定の者の

みを対象とすることは目的に照らして適当ではない。)。

0また、その際、保険者等が保健事業の中で取組を実施することの意味は、健康無関心層

への働きかけによって、これらの者のへルスリテラシーを向上させ、意識変容・行動変

容を促し、保険者等がインセンティブの取組を実施しなくとも、自ら健康づくりの取組

を実践するという流れを構築することにあるので、その観点からは、インセンティブの

取組が同一の個人や集団に対して、恒久的に行われることは必ずしも適当ではない(イ

ンセンティブの提供自体が目的化することを避けることが必要である。)。

0本人の積極的な健康づくりの取組の実践につなげていくという観点からは、個人の健康

意識や行動変容の状況に即し、いくつかの段階に分けてインセンティブの仕組み(評価

指標や報奨)を考えていくことが適当である。

・第1段階健康づくりに参加するきっかけづくりとしてのインセンティブ

健康意識が高くない健康無関心層への働きかけも念頭に、健康とは直接関係ない報奨を活

用することも含め、健康づくりの取組への参加に向けて幅広くインセンティブを活用する

ことが考えられる。その際、職場等の既存の動線を活用することも有効である。また、かか

りつけ医・かかりつけ歯科医・かかりつけ薬剤師から支援や励ましを受けることもインセ

ンティブになると考えられる。なお、健康づくりという目的に向かうためには、こうした取

組に併せて、ヘルスリテラシーの向上に向けた働きかけと、個人への分かりやすい健康情

報の提供を併せて行う必要があり、例えぱ e ラーニング等を通じて、健康や医療に関する

正しい情報やその活用方法、保険者の理念や各種制度などを学ぶことに対してインセンテ

イブを設定するといった取組も、きっかけづくりのーつとして考えられる。

第2段階健康づくりが習慣化するまでの継続支援としてのインセンティブ

健康づくりの取組に参加した後も、これが継続するよう、本人の努力やその成果に対して

インセンティブを活用することが考えられる。また、その際、健康づくりの取組として提供

するプログラムについても楽しさや連帯感、達成感、ゲーム性のあるものとするなど、本人

の継続しようとする意欲を喚起するものとなるような工夫が必要となる。

第3段階本人に健康づくりの取組が習慣化した後の対応

本人に健康づくりの取組が習慣化し、その効果も一定程度実感するような段階に至った後

は、保険者等によるインセンティブを提供する取組の役割は完了し、その後は、保健事業の

中で、保険者等が自ら又は民間企業の提供する健康サービスを活用して、本人の健康の維

持に向けた自主的な取組を支えるための対応を考えていくことが必要である。

0なお、保険者等が実施する場合には、保健事業計画の中で、事業目的に応じた対象者や

実施方法を選定し、実施効果についてPDCAサイクル等で見直しを行う必要がある。

り方



インセンティブを提供すること自体が目的となってしまわないよう、保険者等として目

指す成果を明確にした上で、短期的・中長期的な視点でアウトプット指標やアウトカム

指標を設定しておくことが重要である。(※「5.個人インセンティブの取組の事業評

価」において詳述)



評価指標の在り方

(1)基本的な考え方

0公的医療保険制度の趣旨を踏まえると、インセンティブを提供するに当たっての評価指

標は、個人の疾病りスクといった属性を評価するものではなく、本人の積極的な取組を

評価するものとして考えていくことが必要である。

※特に、必要な医療を受けるべき者が受診を抑制し、結果的により重症化することがないよう、単に医療

機関を受診しなかったことをもって評価するということは厳に慎むことが必要である。

0本人の積極的な取組を評価する方法としては、大きくは、

参加型(一定の健康づくりの取組やプログラムへの参加を評価)

努力型(プログラム等の中での本人の取組を評価)

成果型(本人の取組の成果としての健康指標の改善を評価)

が考えられる。

0 「ア基本的な考え方」でも述べたように、インセンティブは、本人の健康づくりの取

組への参加のきっかけや、その取組を継続するための支援に活用していくことが考えら

れることから、参加型のみといった単一の指標の設定ではなく、努力型・成果型との複

数の組み合わせで設定していくことがより目的に合致し効果的であるとともに、事業の

充実・拡大にも資するものであると考えられる。一方で、個人インセンティブの取組を

初めて行う保険者等においては、例えぱ、特定健診への参加を評価するなど、まずは取

り組みやすい参加型の事業から開始し、その後、努力型や成果型の事業に発展させると

いった方法も考えられる。

※なお、インセンティブの取組自体を効果的なものとする観点からは、評価指標の設定の在り方もさるこ

とながら、対象の属性や特徴に応じて、提供する健康づくりの取組(プログラム)の内容も重要である。

(2)基本的な考え方を踏まえた評価指標の内容

0参加型としては、制度化された特定健診・特定保健指導、がん検診、歯科健診等への参

加、保険者や自治体が保健事業として提供する各種健康教室、イベントへの参加などが

考えられる。加えて、健康無関心層への働きかけとして、保険者等の提供するアプリを

登録することや、健康づくりや医療のかかり方等に関するeラーニングの視聴など、関

心を持つきっかけとなるような評価指標を設定することも考えられる。

0努力型としては、ウォーキングやジョギング等の取組、体重や血圧、食事(内容・食べ

方)の記録、生活習慣(飲酒、喫煙、睡眠、口腔衛生等)の改善に資する取組の継続な

どが考えられる。また、本人が自ら目標を立て、その達成に向けた取組を実施すること

を評価することも考えられる。

0成果型としては、検査値の改善、腹囲・体重の減少、適正な体重や栄養状態の維持、生

活習慣の改善などが考えられる他、特定保健指導と結びつけて、特定保健指導における

目標達成をーつのゴールとすることも考えられる。指標の設定の仕方によっては、健康

づくりの取組に拠らずに成果を求め(急激なダイエット等)、結果として健康を害する

おそれもあることから、参加型・努力型の指標と合わせて設定するといった工夫も考え

られる。



0これらを評価する際は、ボイント付与の公平性を担保する観点から、自己申告ではなく、

可能な限り客観的な指標となるように工夫する必要がある。加えて、結果やデータの経

時的な変化を可視化・蓄積していくことで、本人のモチベーション維持に寄与するとと

もに、保険者等にとっても事業評価に役立てることにつながる。



ウ報奨の在り方

(1)基本的な考え方

0インセンティブの取組をより効果的なものとし、健康無関心層への促しに繋げる観点か

らは、報奨の内容を多様かつ魅力的なものとしていくことが重要である。例えぱ、物品

や換金性のある報奨だけでなく、賞賛や励ましといった社会的な報奨なども本人のモチ

ベーションを上げる効果が大きい。また、物品を提供する際にも、体重計、歩数計、健

康食品といった健康づくりに関係するものとするなど、報奨そのものによって健康づく

りへの関心を引き出すような仕掛けを行うことも考えられる。

※高齢者の場合には、仲間やサークルを作って、お互いに誘い合うことや社会参加こそがインセンティブ

となる場合も考えられる。個人単位だけでなく、職場や町内会で健康づくりの活動を行うグループに対

して、組織単位・支部単位でのインセンティブを提供すると、健康づくりの取組への参加を促す力にな

ることが考えられる。

0また、ボイント付与によりインセンティブを実施する場合に、ボイントの使い途を、商

品券、電子マネー、広く活用可能な共通ボイントなどと変換可能とすることや、寄付と

いった社会貢献にも活用が可能なものとすることなど、多様な途を用意しておくと、多

様な価値観を持つ個人への働きかけとして、より効果的にインセンティブが機能するこ

とが考えられる。特に、地域の商店街で活用できる商品券、地域への旅行券や施設利用

券、地域活動を行う団体や学校への寄付など、地域貢献に資する報奨を設定することで、

多様な世代への働きかけとなるとともに、地域経済の活性化にもつながり得る。

0ただし、金銭的な価値が高すぎると、加入者等の間で事業の実施による不公平感が生じ

てしまうことに加え、以下のような課題も考えられるため、報奨の金銭的な価値はその

点も考慮したりーズナブルなものとしていくことが必要である。

実施者である保険者等にとっては、事業の継続性が困難となる場合が考えられる。ま

た、保険者が実施者である場合には、あまりに金銭的な価値を高めてしまうと、保険

給付本体に支障が生じることも考えられるため、そのような事態は避ける必要がある。

本人にとっては、金銭的な価値が高すぎると、報奨を得ることのみが目的化してしま

い、報奨がなくなった時点で健康づくりの取組を止めてしまうことに繋がりかねない。

また、逆に金銭的な価値が高すぎることによって、相当大変なことを行わなけれぱな

らないという不安から取組への参加意欲を弱めてしまうという指摘もある。

抽選により一部の当選者が金銭的価値の高い報奨を得られるよう設定することも考え

られるが、公平性の担保に留意する必要がある。

0本人の健康づくりの取組への参加のきっかけや継続の支援のために一定のインセンテ

イブの活用があったとしても、最終的には本人の健康の維持・改善が最大の報奨となる

ことを念頭にしながら考えていくことが必要である。

※換金性のある報奨について、2025年度保険者データヘルス全数調査によれぱ、参加型・努力型・成果型

のいずれにおいても一個人当たり500円又は 1000円の報奨を設定している取組が多く見られたが、例

えぱ健康無関心層への働きかけとして参加型では金銭的価値の比較的高い報奨を設定しつつも、努力

型・成果型では金銭的価値よりも賞賛・表彰等により個人の取組そのものを評価するような報奨を設定

するといったことも考えられる。



0どの程度の金銭的価値が適当かについては、一概に論じることは困難であるため、報奨

自体が目的化することのないよう、報奨の水準については、透明かつ中立な意思決定の

プロセス(例えぱ、市町村であれば議会、市町村国保であれぱ運営協議会、健保組合で

あれぱ組合会等への予算や事業計画の提出)を経て決めることが必要である。同時に、

個人インセンティブの取組を行うことで加入者等にとってどの程度の成果が見られる

と、保険者等にとっての経済的・社会的インパクトが得られるかといった推計を行った

上であらかじめ報奨を設定する他、事業の効果について検証・評価しながら、報奨の在

り方につぃても必要に応じて見直しを行っていくことが必要である。

2)基本的な考え方を踏まえた報奨の内容

0報奨の内容については、健康づくりに直接的に関連するもの、社会貢献的なもの、換金

性のあるもの等、様々な形が考えられる。基本的な考え方にあるように、報奨自体が目

的化することのないよう留意しつつ、健康無関心層にも響くように、多様かつ魅力的な

ものとしていくことが重要である。

0その際、特に市町村において、インセンティブの取組により広がりを持たせる観点から

は、例えぱ地元でボイント等が還元される仕組みをビルトインすることで、地元企業の

協力仕也元商店街でのインセンティブの取組の広報や、地元企業からの原資への支援等)

を得やすくするといった工夫をしていくことも考えられる。

※報奨の内容の例(具体例については、「6.個人インセンティブの取組の推進方策」や事例集

も参照されたい。)

本人のモチベーションを上げるための賞賛や励まし

健康づくりに直接的に関連するもの

体重計等の健康関連グッズ、健康づくり関連施設の利用補助、健康的な食品、

各種健診(検診)の無料化・減額など

社会貢献的なもの

社会的な賞賛(表彰)、小学校・NPO・地域コミュニティ等への寄付など

換金性の高いもの

全国・地域商品券、電子マネー、広く利用可能なボイント、旅行券など

※報奨の付与の方法としては、指標を達成した者全員に付与する方法、抽選により付与する方

法が考えられるが、インセンティブとしての効果を踏まえながら慎重に検討することが必要

である。
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人インセンテブのの ■叉

0個人インセンティブの取組を、幅広い対象者に対するボピュレーションアプローチとし

て実施し、健康無関心層まで動かしていくためには、まずは保険者等が民間サービスの

活用も含め、効果的な健康づくりを促すプログラムを提供し、ポイント等の付与は、行

動変容の基盤となるへルスリテラシーの形成・向上とプログラムへの参加・継続に対す

る仕組みとしていく必要がある(なお、健康無関心層まで動かしていくためには、手軽

に取りかかることができるプログラムを提供するという視点も重要である。)。

0その上で、保険者等においては、個人インセンティブの取組の目的やそれにより得られ

る成果・アウトカムを明確にした上で、提供されたプログラムにより期待された効果が

得られているかどうかを確認し、必要な見直しを行っていくことが必要であり、そのた

めに事後に検証が可能となるように予め事業評価の方法(評価の対象、評価のための指

標・ KP I、データの取得方法、評価時期など)を決めておく必要がある。

0このことは、インセンティブを提供すること自体が目的化していないかということを確

認する上でも重要である。このため、保険者等で取組を実施する場合には、適時のタイ

ミングで、個人インセンティプの取組が加入者等の意識や行動の変容に繋がっているか

どぅかという観点から効果を検証し、必要に応じて、取組の内容を見直していくことが

必要である。

0その際、加入者等の継続的な取組につなげるためには、比較的短期間(例えぱ3月程度)

で効果が実感できることも重要であるため、そのような期間でも効果が測定できるよう

にしておくことが望ましい。一方で、医療費や介護給付費への影響などは数年単位ある

いは 10年以上の経過を追わなけれぱ目立った効果が現れないことも考えられるため、

短期的・中長期的なアウトカムをそれぞれ見据えるとともに、中長期的な影響をある程

度推定するためのアウトプット指標を設定することも有用である。

0また、幅広い対象者に対して事業を実施し、その効果を検証していくことを考えると、

参加者の管理から、成果の確認までを紙媒体や簡単な表計算ソフトで行うことは保険者

等にとって負担が大きくなるため、可能であれぱ、 1CTを活用して行うことが望まし

い。その場合、個人単位でインセンティブの提供状況を把握し、効果を確認することも

重要である。

0個人の取組実績やボイント等の付与をアプリ上で管理することも保険者等の負担軽減

に寄与する可能性があるとともに、データが継続的に可視化されることで対象者のモチ

ベーション維持にもつながる。ただし、アプリの導入やプログラムの実施等に当たって

ヘルスケア事業者等に委託を行う場合には、事業運営を任せきりにせず、対象属性の特

徴や疾病りスクの傾向、加入者等のへルスリテラシーの状況、保険者等として目指す成

果・目標、保険者等で実施している他の健康づくり施策や全体のビジョンなどを委託先

事業者と共有し、事業設計や評価計画をともに組み立てていくことが重要である。

●「4.個人インセンティブの取組における評価指標と報奨の在り方」において記載した

インセンティブの活用の場面を踏まえると、以下の4つの段階で、事業(プログラム)



の効果を検証していくことが考えられる。さらに、中期的には医療費への効果も検証し

ていくことが望まれる。

第0段階へルスリテラシーの形成(基盤整備)力新子えているかどぅかの検証

第1段階参加へのきっかけづくりとして機能しているかどぅかの検証

第2段階継続的に健康づくりへの意識の高まりが醸成されているかどうかの検証

第3段階個人の行動変容に寄与しているかどうかの検証

0こうした事業評価を実施していくため、上記のような段階も踏まえつつ、インセンティ

ブ事業の実施目的を明確にした上で、目的に沿った形でのKP 1 を設定していくことが

必要である。その際、事業実施の効果は単年度では現れにくいので、単年度事業ではな

<、 3年程度の中期計画を立てて事業を実施していくことが望ましい。

0なお、もとよりインセンティブの取組は万能ではないため、加入者等の健康課題も踏ま

えながら、他の取組との組み合わせで実施していくことが効果的である。

0また、加入者等への効果の検証だけでなく、保険者等としての事業目的(個人の健康づ

くりへの働きかけに限らず、例えぱ、町づくり、地域の活性化、ウェルビーイング経営

といった多様な観点を含む)に照らし合わせて、事業が効果的・効率的に進められてい

るか、事業評価を行っていくことが重要である。

18



0評価を見据えた事業設計が可能となるよう、事業評価に当たっての指標の例を以下に示

す。ただし、保険者等の負担軽減の観点から、あらゆるデータをむやみに取ることは望

ましくなく、保険者等として目指す成果や目標に合わせて、必要十分な指標を設定する

ことを心がけたい。また、「事業計画・事業評価のための標準的なテンプレート」を参

考資料2に示すため、各保険者・加入者の特徴に合わせて適宜修正しながら活用いただ

きたい。

(表)事業評価に当たっての指標の例

アウトカム指標 0社会保障費

医療費、介護給付費、要介護認、定者数

0疾病予防、重症化予防

生活習慣病などの櫂患率

0心身機能の向上、介護予防

身体機能、筋力、心の健康

(高齢者における)要介護度、フレイルの状況、社会参加の状

0生活の質の向上

生活への満足度、幸福度

就労の場における従業員の満足度

0健康状態(*)

体重、体脂肪率、 BM I、腹囲、血圧

特定健診等における検査データ

・特定保健指導の終了状況

0事業(プログラム)への参加状況

プログラムの周知度、アプリの登録率

プログラムへの参加者数・参加率

参加者の継続率、行動や取組の記録率

身体活動量(歩数、ジョギング回数、筋トレの状況など)(*

生活習慣(食事内容、睡眠状況、禁煙の継続状況など)(*)

特定健診・特定保健指導の実施率

0へルスリテラシーの状況(*)

健診結果の理解度

保険制度・保健事業の理解度

アウトプット指標

(*)の項目は、事業目標と照らし合わせてアウトカム指標として活用

することも考えられる。

指標の例

な

メ



イ子動変谷

継続的な健康つくり

・各段階を意識しながら、
事業の効果を検証する
ことが重要。

・望ましい効果が現れる
ためには、プログラムを
実施しながら、継続的に
ヘルスリテラシー向上に
向けた働きかけを行う
ことも有用。

※アウトカム評価に当たっては、コントロール群を設定することでより客観的な評価が可能となる

が、難しい場合には前後比較を行う等の方法もある。年齢、性差、地域・部署別の違い等による比

較も重要である。

参加へのきっかけづくり

ヘルスリテフシーの形成(基鴛整備)

※指標に設定した項目の多寡(参加者数の増加、体重の減少など)のみを確認して事業の良し悪しを

評価するのではなく、対象者の行動変容の状況や、事業に見合う社会的・経済的インパクトが得ら

れているかなどの視点を持って、多角的に評価することが重要である。

※指標によっては、頻繁に測定しても効果が見えにくいものや、測定すること自体が負担となるもの

もあることから、指標によってデータ取得の頻度や評価時期の設定を変えることも考えられる。特

に医療費等の社会保障費への影響については3年以上の観察を継続することが望ましいとされて

いる他、科学的妥当性を担保して分析を行うには一定の参加者数の確保等も重要であることから、

例えぱ数年毎の長期サイクルで大学等の研究機関や外部機関と協働して効果検証を行うといった

方法も考えられる。(参考:「スボーツを通じた健康づくりによる社会保障費の効果検証のガイドラ

イン」(2024年))
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個人インセンティブの取組の推進方策

(1)対象者の拡大や取組の継続を促す工夫

0個人インセンティブの取組の実施に当たって、事業への参加者が健康に関心のある層に

限定されており、健康無関心層にまで届いていないとの課題も存在する。

0個人インセンティブの取組への参加者を健康無関心層にまで広げるためには、そもそも

の取組への参加者を広げることが必要である。

0以下においては、そのような観点から、実際に実施されている事例に基づきつつ、参加

者を広げるための工夫について紹介する。

①普及啓発

0まずは、効果的な伝達方法により対象者に情報を届けることが必要である。その際、対

象者個人に直接届けるのか、広報により周知するのかなど、事業内容や対象者の特性に

より、効果が見込まれる方法を検討する必要がある。

<対象者の特性を意識した受診勧奨の例>

A町では、特定健診の受診率向上策として、過去の健診の受診歴等により対象者を分類

し、特性ごとに健診の受診勧奨を実施したところ、健診受診率が前年度と比べて数ボイン

ト上昇。

健診の継続受診者は、本年度も健診を受診する確率が高いため、通常の健診の受診案

内のみ実施。

一昨年は健診未受診だったが昨年度は健診を受診した者は、再勧奨としてメッセージ

性の高い通知を送付。

*健診結果データ(検査値、質問票)を活用して健診受診者の特性を分類し、特性ご

とに違うメッセージの通知を作成する事業者もある。

過去に健診の受診歴はあるが、昨年度は健診未受診だった者は、再勧奨の通知ではな

<、保健師による戸別訪問や電話勧奨を実施

B町では、過去に特定健診を全く受診していない者に、義務感を醸成するような事務的

なデザインのハガキを送付した後、オートコール(自動音声による電話勧奨)を実施。複

数回のハガキ勧奨の結果、特に新規の健診受診者数が大幅に増加。

<マーケティングの手法を活用した広報の例>

C市では、健康づくりプロモーションにおいて、マーケティングに関するアドバイスを

受け、ポスターの貼り方、リードの書き方を工夫したところ、受診率が10%向上。
^ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー^ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー■



0また、後期高齢者医療では、制度加入のタイミングを捉えて、事業を実施している事例もある。

<後期高齢(75歳)到達者を対象にした事業実施の例>

D県後期高齢者医療広域連合のE市では、後期高齢(75歳)到達者を対象とし、「後期高

齢者ウエルカム事業」として、毎月、集団で、制度説明や健康教育・保健指導などにあわせ

て、「健康貯金」プログラムの紹介等を実施している。

後期高齢者医療制度の加入時において、事業を実施することにより、より多くの被保険

者に、制度の理解を深めていただくとともに、各人の健康づくりにつながっている。

*「後期高齢者ウエルカム事業」(いきいきシニアフ5)では、後期高齢者医療制度への理

解を深め、安心して過ごしていただく基盤づくりのために、被保険者証の交付や制度の

説明に加えて、体力測定や口腔ケア、健診、栄養、運動に関する保健指導等を実施して

いる。これにあわせて、各自が健康目標を設定し、毎日の体調や体重・血圧の測定結果

等を記録する「健康日誌」をE市に提出することで、景品等に交換可能なボイントが付与

される「健康貯金プログラム」(ヘルスマイレージプログラム)を紹介等している。

②ロコミの誘発

0市町村の取組では、「市政だより」といった街の広報誌のみを活用した広報から、多様

な広報媒体を通じた広報活動の実践によって、「ロコミ」が誘発され、その結果として

事業への参加者が大幅に増加したといった例もあり、広報をいかに効果的に実施してい

くかという点はーつの重要なボイントである。

0市町村での事業の参加者を募る情報源としての「ロコミ」は、インセンティブの取組を

実施している複数の市のアンケート調査でも上位に位置づけられている。また、「ロコ

ミ」により情報が広がるまでには一定のタイムラグがあるため、これらの市では事業の

募集期間も通常よりも長くするといった工夫が行われている。

<広報の工夫により、ロコミが誘発された例>

F市では、前年、定員の巧%しか埋まらなかったボイント事業が、多様な広報媒体を通

じた広報活動を実施したところ、定員を5倍にしても定員以上の参加者が集まった。これ

は、魅力あるインセンティブが用意されていることを前提とし、地域住民に事業の周知を

徹底的に行ったことが、成果が得られた要因として考えられる。参加者への調査の結果、

実際に参加の決め手となった情報源では、「ロコミ」が2位を2倍以上引き離して1位であ

つた。

前年度の広報:①市の広報誌掲載、市のHP掲載、②チラシの全戸配布、公共施設・各

種団体等・学校関連への配布、③情報誌掲載

当該年度に追加した取組:④統一したロゴ・キャラクターを使用した町中・商店街での

ボスター・のぼり旗の掲示、バスの車内広告・前面吊広告、役所の懸垂幕、⑤ラジオ放

送、テレビ報道、⑥運動教室参加者への周知と知り合いへの情報提供の依頼、⑦各種団

体への周知の徹底
^
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0インセンティブの取組により行動変容にまで至った個人が、この取組への参加の促し

(「ロコミ」)を行ったり、保険者等の取組をボランタリーに手伝ったり、更には自らが

中心となって仲間を募り健康づくりの主体的な取組を進めるといった、地域や職域とい

つたコミュニティ単位で個人が健康づくりの必要性等を広げていく取組(インフルエン

サー)の検討も考えられる。例えぱ、長野県の保健補導員等の仕組みも例にしつつ、健

康長寿推進員(仮称)のような認定の仕組みを広げていくことも考えられる。

③事業所とのコラボヘルス

0保険者が事業所や労働組合と協働し、「従業員の健康づくり」の重要性を共有化した上

で、従業員が健康づくりの取組に参加しやすくなるような環境を整えることも一案であ

る。事業所を通じた被扶養者への働きかけにより、受診率の向上が図られた事例もある。

<事業所の健康管理担当者との共同の例>

G健保組合では、各事業所の健康管理担当者と共同して事業を実施し、被扶養者を含め

た対象者への働きかけを行っている。企業の健診以外の婦人科検診・配偶者の健康診断受

診の無料、ワクチン接種費用の一部負担、配偶者の健診結果等の提出へのインセンティブ

など、様々な取組を組み合わせて行っており、特定健診・特定保健指導ともに9割の実施

率にのぼっている。

事業所との共同運営に当たって事業目的の共通理解等が進むよう、事業所の保健師を含

めた関係者を集めて、事業の方針説明のためのウェブ会議を年1回開催する他、事業主、

健康保険組合、グループ会社の連合会ともコラボヘルス会議で情報共有を行うといった機

会を設けている。

く人事教育システムへの健康づ<りの取込の例>

H社では、従来、健康保険組合が実施していた健康増進の事業を取り込み、良好な労使

関係の下で新しい人事教育システムを導入した。これは、社員が資格を取得したり、 eラ

ーニングでビジネスに関する知識を深めたりするなど、自己研鎖に対してボイントを付与

し、ボイントが一定基準に達した人の給与に反映される仕組みであるが、ボイント付与の

対象に、健保組合のウォーキングキャンペーンや、医務室の食生活改善プログラム、 eラ

ーニングによる健康知識の習得が含まれている。

<被扶養者への働きかけの例>

1健保組合は、従業員と家族、事業所、労働組合とが一体となった取組を推進しており、

健康に関する共通指標を用いて各事業所の成果を可視化する取組をはじめている。そこで、

被扶養者の特定健診受診率向上のため、健診案内の通知方法を工夫したほか、事業所を通

じて被扶養者への働きかけを行ったところ、受診率が倍増した事業所もあった。

23



④日常動線の活用

0職場では、インセンティブのプログラム自体を無理なく実施するための工夫も必要であ

り、例えぱ、職場で一定の時刻に体操を行うことが組み入れられているといったように、

日々の勤務の日常動線の中で自然にプログラムが実践されるような工夫をすることも

考えられる。

<職場での日常動線の活用の例>

従業員の健康づくりに熱心な事業所では、職場の自動販売機の飲料をカロリーの低いも

のに見直したり、食堂でへルシーメニューやへルシー弁当を提供する取組が見られる。

d社では、全社的な健康増進運動を推進する趣旨の文字が印刷された紙コップを社内

で使用している。

K社では、社員食堂に向かう階段に、上った段数で消費されるカロリーを表示してい

る。

このように、日常の動線に、健康を意識するような環境をつくっていくことで、従業員

の意識や行動が変わりやすくなる。

0地域では、歩いて暮らせる街づくりのように、個人が健康を意識しなくとも歩いて健康

になるといった工夫を検討することも考えられる。(ある国の鉄道の駅では、エスカレ

ータと階段とが並んでおり、多くの人がエスカレータを利用していたところ、階段を上

ると音楽が鳴るという工夫をしたところ、それ以降は多くの人が階段を利用するように

なったという例もある。)地域における別イベントと連動させたり、季節のイベント等

と関連させたりすることで、対象者の拡大や取組の継続支援につなげている例もある。
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^『

<時節に即したイベント設定の例>

L市では、民間企業が提供するへルスケアプラットフォームを用いて、歩数やウォーキ

ングコースの達成、特定健診や各種がん検診の受診、体重・血圧等の入力、減塩等のセル

フチェックに対して、電子地域通貨に還元できるボイントの付与を行っている。

2か月毎に電子地域通貨が当たる抽選が実施されるが、目標に達することで地域通貨が

必ず当たる歩数達成チャレンジを設定することで、自然と健康づくりへの関心を高めるよ

うな働きかけを行っている。

また、ボイントアプリ内に写真投稿機能があるため、春には桜の写真を投稿することで

ボイントが当たる、梅雨の時期には雨の日に歩くとボイントが倍になるといった、時節に

即したイベントを設定し、参加者を飽きさせない工夫を行っている。
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0また、地域において、かかりつけ医・かかりつけ歯科医・かかりつけ薬斉舶市の動線の活

用も考えられる。

例えぱ、治療中の者の特定健診の受診率向上には、かかりつけ医からの促しが有効で

あると言われている。また、かかりつけ歯科医から、特定健診の受診の促しや食べ方

に関する指導を受けることや、かかりつけ薬剤師に、特定健診の受診勧奨の協力を求

めることも考えられる。

賞賛や励ましも本人のモチベーションを上げる効果が大きいことから、例えぱ生活習

慣病等で治療中の者にとっては、コントロールが良好であることをほめられることで

生活習慣の改善による症状の維持改善や悪化防止に資するものと考えられる。

0さらに、健診において医療専門職とかかわる場面を意図的に設定した上で、個人インセ

ンティブの取組と組み合わせて特定保健指導の実施率向上に取り組む例も見られる。

<かかりつけ医との連携の例>

M県では、県・市医師会の協力を得て、慢性疾患などで定期的に通院している市民を対

象に、特定健診、がん検診、精密検査の受診に向けた働きかけを行うこととした。

事業の流れ:①対象者が連絡票に健診の受診状況を記入してかかりつけ医へ提出、②

かかりつけ医は健診の受診状況を確認して健診未受診者には健診受診勧奨、③その後

の健診受診結果を踏まえてかかりつけ医が必要に応じて精密検査の受診勧奨
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<特定健診・特定保健指導における動線の工夫の例>

N国保組合では、特定保健指導の実施率向上に向けて、健診会場における動線の工夫を

行っている。集団健診会場に、特定保健指導の初回面接を受けられる「健康相談ブース」を

設置。医師の診察を健診の最後の順番とすることで、診察時点での健診結果から判断でき

る範囲で、診察担当医により「健康相談ブース」での初回面接への誘導を行っている。健診

当日に保健指導を受けた者には金券を提供している。

また、特定保健指導に活用するアプリへの登録支援を健診の待ち時間で行い、アプリ登

録に対する特典を提供するといった工夫も合わせて行っている。

⑤インセンティブの評価指標や報奨の工夫

0グループ活動やロコミ等をインセンティブの評価指標に組み込んでいる例がある。

0市では、健康づくりの自主グループに参加団体として登録してもらい、そのグループの

日々の活動に参加することをボイント付与の対象のーつとしている。

P社では、事業所の衛生管理委員の若手メンバーが中心となって企画し、運動推進の健康

づくり活動を行う部活動(自転車部、プチトレ部、体重測るだけ部など)を立ち上げ。活動

参加によりボイントが得られる。

Q市では、健康ボイント事業を市民に紹介することをボイント付与の対象のーつとしてい

る。

R市では、健康づくりの他、介護予防事業への参加もポイント付与の対象のーつとしてぃ

る。



0組合の支部など組織に対するインセンティブを設定し、組織単位での取組を促進して

いる例もある。
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

<支部の取組実績に応じた報奨設定により各支部の活動を促進している例>

S国保組合では、組合の特色である支部組織を活用して健康づくりの取組を進めている。

支部の取組成果に応じて補助金を加減算する仕組みを設けており、健康アプリ登録者数の

拡大、各支部で開催されるスクリーニングテスト(若年層及び後期高齢組合員の集団健診)

及び特定健診の推進、特定保健指導の推進の観点から、複数の評価指標を設定し、どの支

部においてもインセンティブを獲得し得る制度設計としている。

評価指標の設定に当たっては、毎年、前年度の成果を参考に翌年度の評価指標の検討を

行う他、アンケート等を通じた支部からの意見をもとに制度の見直しを行っている。

評価指標の達成状況の比較表により各支部の状況を可視化するとともに、支部代表が参

加する組合会で説明し、各支部の競争意識の醸成や活動意欲の向上を図っている。加えて、

ポピュレーションアプローチに当たって支部で活用可能な資料を提供したり、特定保健指

導と個人インセンティブの取組を連動させる工夫を情報提供したりといった、支部が取組

を進めやすくするための働きかけも行っている。
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

0また、インセンティブの報奨として、社会貢献(寄付)を組み込んでいる例もある。
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

T町では、学校や保育所での図書や教材・体育用具/遊具購入や、地域団体のボランティア

活動のための活動費にボイントを使用できる。

いくつかの自治体では、寄付の組み込まれた全国共通の商品券(プリペイドカード)を報

奨のーつとして活用している。
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

<公共性のある報奨を活用した多世代への働きかけの例>

U村では、健康づくりを通じて貯まったボイントを村内の学校に寄附できる仕組みとす

ることで、孫のためとして祖父母世代、子どもや生徒のためとして働く世代の保護者や学

校教員なども関心を持つようになり、参加者の世代が広がった。
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

26



0 参加型・努力型・成果型の様々な取組や報奨の設定を組み合わせたり、ゲーム性・エ

ンターテインメント性を考慮しながら参加意欲を高める工夫をしている例もある。

<ナッジ理論を活用して参加意欲を高める工夫を行っている例>

V健保組合では、ナッジ理論を活用しながら、多様な評価指標や報奨を組み合わせるこ

とで、参加意欲を高める工夫を行っている。

①健康無関心層の参加ハードルを下げる工夫

まずは健康アプリに登録するだけ、歩くだけ、といった日常生活で無理なく達成でき

る水準を設けたり、体重の記録割合について段階的な目標(5割・ 7割・ 9割達成など)

を設けたりすることで、参加のハードルを下げた参加型・努力型のインセンティブを設

定している。ウォーキングの取組では、ゲーム性(チーム対抗戦)を加えて連帯感を持た

せるなど、参加者の意欲向上に働きかける工夫も行っている。

また、検査結果の登録に対するインセンティブでは、未受診の場合にもその旨を報告

してもらうことに対してボイントを付与することで、受診有無にかかわらず、事業運営

に当たってのデータ収集への協力を促している。

②へルスリテラシー向上に向けた取組

健康クイズや e ラーニングの受講に対するボイント付与を行っており、例えぱe ラー

ニングでは、子どもの上手な医療のかかり方、歯科健診、女性の健康についてなど、ヘル

スリテラシーの形成・向上に向けたテーマを設定している。

③全ての被保険者に実施してほしい取組を促す工夫

健診受診率100%を目指して、例えぱ、まずは全被保険者に動画配信サービスの特典を

一律提供した上で、健診を受診すれぱ視聴継続可・受診しなけれぱ視聴停止という報奨

を設定するといった、機会喪失を回避したいという気持ちを強い動機付けに結びつける

方法の活用も模索している。報奨をエンターテインメント性のある特典とすることで、

被保険者への経済的不利益を与えず、公平性を担保することも可能となると考えられる。
L

⑥フィードバックによるモチベーション維持

0望ましい行動が継続していくよう、インセンティブの提供とあわせて、適切なタイミン

グでモチベーション維持に向けた働きかけを行うことも重要である。例えぱ、アプリ上

で定期的なりマインド通知を行ったり、健診や保健指導等のタイミングで専門職からの

助言や賞賛を行うといった方法が考えられる他、歩数や体重などのデータを可視化して、

取組状況や効果を実感できるようにすることも、参加者のモチベーション維持につなが

る。

0個人の状況や取組に応じた具体的なフィードバックを行うことで、参加者の励みにつな

げている例もある。



^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

<専門家の監修のもとフィードバックを提供している例>

W市では、大学による監修やシステム委託先との協働のもと事業設計を行っており、歩

数データに応じたポイント設定を行い、市商工会の買い物券と交換できる仕組みとしてい

る。参加者に買い物券を発送する時期にあわせて、参加者の1年間の活動を記録した結果

表を送付しフィードバックを行うことで、参加者の励みにつなげている。フィードバック

には、監修者である大学教授によるコメントも掲載している。

さらに、事業への参加者を対象として「計測会」を開催し、体組成や身体機能の測定を行

つている。過去の数値と比べて参加者自身が効果を実感することができ、歩くことへのモ

チベーション維持につながっている。
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
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⑦効果の確認

0インセンティブ提供により健康無関心層の行動変容につながったか、効果の確認を行っ

た例もある。

<1CT を活用し事業実施効果を「見える化」した例>

X健保組合では、民間サービスを活用して、健保組合が提供する健康増進サービスのウ

エブサイトで新たにインセンティブの提供を開始したことの効果を確認するため、被保険

者のアクセス数等を分析したところ、インセンティブの提供後に、従前一度もアクセスし

てぃなかった被保険者からのアクセスが増えたことや、歩数を入力する人数及び頻度も増

加したことなどから、インセンティブによる健康無関心層の取り込み効果が確認できた。

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

1^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

<インセンティブの提供が被扶養者の健診受診に結びついた例>

Y健保組合では、被扶養者の特定健診受診率向上のため、民間サービスを活用して、商

品の無料提供または割引やイベントへの招待といったインセンティブ、健康に関する記事

などをオンライン(定期的に配信するメールマガジン)で被扶養者に提供したところ、サ

ービス利用開始後に「特定健診を受診した」とアンケートに回答した被扶養者が15%いた。
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^『

<インセンティブの提供が事業参加のきっかけや継続に影響するか確認した例>

Z市など複数の市が参加した健康ポイント実証事業では、アンケートでポイントプログ

ラム(運動教室)への参加動機を聞いたところ、 1位の「健康の保持・増進」に続き、 2位

が「ポイントがもらえること」であった。これは運動を実施している層も、健康無関心層も

同様の傾向であり、健康無関心層がインセンティブによりきっかけを得たものと考えられ

る。

また、インセンティブが運動継続に影響するか聞いたところ、 7割以上が影響するまた

はやや影響すると回答した。

さらに、今後、ボイント付与率が低下した場合でも参加を継続するか聞いたところ、同

率ならぱ継続が7%、半分でも継続が18%、半分以下でも23%、ボイントなしでも継

続が35%あった。参加のきっかけとなるボイントと継続のためのボイントが異なった事

業デザインの構築も可能である可能性が示された。
1^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^



(2)業の継続性を確保する工夫

0インセンティブの取組を一過性のものではなく、継続的なものとしていくことも、現在、

実際に実施している保険者等から多く提起されている課題である。

0その際に最も大きな課題となっているのは、事業の原資の確保である(現在、実施して

いる保険者等の多くは、事業実施のための原資を保険料や一般財源で賄っている。)。健

康無関心層にまで事業実施の効果を広げるためには、幅広い対象者に対するボピュレー

ションアプローチの一部として実施していく必要があり、また、提供するインセンティ

ブの内容も多様かつ魅力的なものとしていくことが必要であるため、どうしても一定の

事業規模としていくことが求められる。

0一定の事業規模としていくためには、事業実施による効果を示していくことが不可欠で

ある。その際には、より取組に対して費用をかけることの説得性という観点からすると、

経済的効果を示していくことが重要となる。また、例えぱ、インセンティブの報奨の内

容を地域に還元するようなものとすることで、地域経済への効果を示していくことも考

えられる。

0さらに、インセンティブ事業の実施に当たり、民間企業の活用も考えられる。例えぱ、

ある県で実施されているマイレージ事業のように、事業の実施によって地元企業の集客

にも効果があるような仕組みにすることで、民間企業から一定の原資の提供を求めてい

くことも考えられる。
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

<民間事業者から原資の提供を受けた例>

AA健保組合などでは、民間サービスを活用して、当該民間サービスが提携するへルス

ケア関連事業者数社の負担により、啓発動画コンテンツの提供、オンラインでの情報提供

を通じた特定保健用食品等の販売に際しての割引及び販売促進用商品(プレゼント商品)

の提供などを受け、これらをインセンティブとして被保険者に提供した。
」

<民間事業者からの協賛の例>

BB県では、県内の市町と協働して実施する健康づくりマイレージ制度を構築。健康づく

りを行うボイントがたまり、一定のボイントをためると力ードがもらえる。この力ードを

提示するとお得なサービスを加盟店で受けられる仕組み。平成27年度は24市町、協力店

舗数約800店舗で実施。

協力店舗については、先行事業(子育て支援力ード)に協力している企業りストを担当

部署から提供を受け、県・市町がそれぞれ分担して、その企業に出向いて協力を依頼した。

また、健康づくりに積極的に取り組む企業への表彰制度も併せて実施している。

BB県内のある市では、「健康・予防」を重点施策として位置づけ、まちづくりと結びつけ

て展開することとして、庁内連携を広く実施している。 BB県のマイレージ制度への参加

に伴い、商工部門等とも連携して取り組んでいる。

29



0また、インセンティブの取組によって、一定の健康意識が芽生えてきた後は、インセン

ティブを提供する事業への参加に個人負担を導入していくことも考えられる。先行する

事業の例では、事業参加後一定期間が経った後にアンケートを実施したところ、事業へ

の参加が有料になったのちも継続すると回答する者の割合が高くなっており、実施され

る事業の内容にもよるが、例えぱ取組の継続支援の段階からは一定の個人負担を導入す

ることも考えられる。

0さらに、こうした取組を継続的かつ安定的に、幅広い対象者に実施できるよう、保険者

同士や、保険者と自治体事業等とが協働、連携を図りつつ実施することも考えられる。

0また、事業の持続可能性を確保するためには、事業運営の効率化を図ることも必要な視

点であり、アプリの導入やプログラムの実施等に当たってへルスケア事業者等に委託を

行うことも考えられる。その際には、保険者としての目標や意向が適切に反映されるよ

う、委託先事業者との丁寧な協働・調整を図ることが重要である。

<外部委託先を適切に活用しながら少人数での事業運営を可能としている例>

CC健保組合では、事業運営にかかる業務を可能な限り自動化し、誰でも対応できる少

ない工数での運用にすることで、少人数での事業運営を可能としている。ヘルスケアプラ

ツトフォームの事業者等への外部委託による協力を得ているが、各委託先と頻繁に定例会

を行うなど密なコミュニケーションを取っており、組合の特色を理解してもらった上で、

組合の意思を伝えながら、ともに事業を構築するよう心がけている。

また、戦略的に健康への投資を行っていくことができるよう、参加者の取組状況やボイ

ント付与の状況などのデータを活用しながら、継続的に事業設計を見直している。

0事業設計に当たっては、あらかじめ事業評価のための指標を設定し、適切な時期に評価

を行いながら改善を図っていくことが重要である。一方で、社会保障費への影響など、

中長期的な効果を検証することには困難も伴うことから、例えぱ数年に一度の頻度など

で、大学や外部機関等と協働した事業評価を行うことも考えられる。

<大学や民間企業と協働した事業評価の例>

DD市では、事業実施に当たって大学からの監修を受けており、事業への参加群と非参加

群を比較することで、年間の医療費削減効果を分析している。

EE村では、事業開始当初から大学と連携した共同研究を行っており、毎年テーマ設定を

しながらイベント実施やボイント設定に反映させ、事業評価を行っている。レセプトデー

タを用いた検証を行い、高血圧の発生予防へ寄与している可能性や、生活習慣病の医療費

の割合への影響などの分析を行った他、事業に参加した住民との意見交換も実施し、参加

者から直接意見を収集し、事業に反映させている。これらの結果は村の広報誌での発信も

行ってぃる。また、過去には、民間企業と連携し、医療費の抑制効果の分析も実施した。
^
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※令和8年3月時点の情報であり、今後見直しや廃止等がなされる場合がある。また、あらゆる取組内容

に合致するものではないことに留意し、必ず最辛斤情報をもとに申請・活用等を行うこと。

※各補助金等の対象経費については要綱等を確認すること。(例えぱ、個人インセンティブの取組に係る

事業運営には活用できるが、加入者に提供する報奨は対象外である場合などがあり得る。)

人インセンテ

補助金等の名称

高齢者医療運営円滑化等補

助金(レセプド健診情報等

を活用したデータヘルス推
進事業(成果連動型民問委
託契約方式保健事業))

ブの

国民健康保険保険者努力支
援交付金及び国民健康保険

調整交付金

にノ

関係省庁

厚生労働省

国民健康保険組合特別調整
補助金(保険者機能強化分・

国保組合保険者インセンテ
イブ)

のある

対象・目的

健康保険組合が成果連動型民間
委託契約方式(PFS)による保健
事業のモデルを構築することを
目的とする。

厚生労働省

特別調整交付金(後期高齢
者医療制度の保険者インセ
ンティブ)

金

被保険者の健康の保持増進、医
療の効率的な提供の推進その他
医療に要する費用の適正化等に

係る都道府県及び当該都道府県
内の市町村の取組並びに被保険
者の健康の保持増進に係る事業
を支援することを目的とする。

国民健康保険組合が、保険者機
能をより一層発揮することによ

り、国民健康保険事業の円滑
正な運営の確保と財政運営の安

定化に資すること等を目的とし

て交付する。

後期高齢者医療広域連合による
被保険者に対する予防・健康づ

くりの取組や医療費適正化の事

業実施の推進を支援する交付金
被保険者の健康づくりのため

ムにに、

よる該当事業の実施に必要な経
費を対象とする交付金

地方の大きな伸び代と地域特性
を最大限に活かし、地場産業の
付加価値向上等を通じて、地方

の暮らしの安定を実現し、「強い
経済」を構築するため、地方公共

団体の自主性と創意工夫に基づ
く地域独自の取組を、計画から

実施まで後押し。

多くの住民が安全かつ効果的に

運動・スボーツを習慣的に実施

するため、地域の実情に応じて

地方公共団体が行うスボーツを
通じた健康増進に資する取組を

複数年度にわたって支援する。

特別調整交付金(長寿健康
増進事業等)

厚生労働省

関連URL

ht如S ://W棚. mh lw. go. j
P/stf/seisakunitsuite
/bunya/kenkou_iryou/i
ryouhoken/hokenjigyou
/ index. html

地域未来交付金(地域未来

推進型)

厚生労働省

https
Stf

tm l

厚生労働省

地方スボーツ振興費補助金

(スボーツによる地域活性

化推進事業「運動・スボーツ

習慣化促進事業」)

//W削. mh lw. go. j
new a e 22887 h

内閣官房

内閣府

0

Ort

det

スポーツ庁

htt s :/ W削. mhlw.0

Content/001512775
df

htt s ://W棚. mhlw.0

Content o01615694

df

hせ S ://W棚. chisou.0

/sousevabout chn

kimiraikoufukin/index
htm l

htt s ://W棚. mext

S orts/b menu s

S/mcateto 05/1ist

a i V1399182. htm



なテンプレート帰仙のためのそ 百.ミ M

本テンプレートは、個別事業の優劣を判定するためではなく、事業効果を高めるための工夫

を明文化し、各保険者における事業の改善につなげることを目的に示すものである。あわせ

て、全国での知見を蓄積・抽出し、共有を通じた横展開への活用も期待される。

(※別添のエクセルシートを適宜加工してご活用ください。)
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^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^'^

9 " 1 共シ斉糸且合 1 29,860名1 81.09'01 47.1%10 10 1 1

地方職員共済組合 1 共済組合 1657,860名1 86.フッ01 49.1%1 0 1 0 1 1

険者名称
基本情報※

※加入者数は2025年4月時点、各実施率は2023年度分

取組評価の類型



取組の注目観点

1 健康保険加入者の特色や二ーズを捉えた組の検討

目蹄且の内容を検討するにあたり、健康保険に加入する加入者にはどのような特色があるのか、どのような二ーズがあるのかを把握すること
が大切です。

では目賂且に活動量計を用いてぃますが、電池が切れてしまった、不具合があったという小さなトラブルで、脱落してしまう例えぱ、中
参加者がいました。しかし、このような参加者への支援を自治体職員で実施することには負担がありました。そこで、地域密着型のドラツグ
ストアと「総合相談窓口」として委託契約することで、取組への参加や機器の使用に対する市民への支援を細やかに実施することができ
るようになりました。

一方、YG健康険園の加入者はITりテラシーカ惰い、平均年齢が低く子育て世代が多いといった特徴があるため、加入者の目蹄且成
果をボイントとして即時で反映させアプリ上で可視化できるようにする工夫や、子育て世代に向けたe・ラーニングのトピツクを選定しています

2 個人に向けたンセンティブと組に向けたインセンティブの活用

個人の予防.健康づくりに向けた行動を評価して提供するインセンティブのほかに、組織に対してインセンティブを設定し、組織の取組を促進
する工夫を行っている保険者があります。

鹿児島県歯医師国民健康保険組口では、15支部に対する補助金にっいて、各支部に同額支給される金額に加え、支部の被保険者
数に応じた基礎額と支部の目賂且成果に応じたインセンティブ及びディスィンセンティブによる加減算額を設定しています。取組の状況を各支部
へ公開し、競争意識や活動意欲の向上を図っています。

ボタ健保険では、食事.運動・禁煙喰欠酒・睡眠の5つのテーマを定め、これらに関する目畔且を実施する事業所に対して補助金を提
供しています。

3 取組の効果検証の実施

目蹄且の効果の検証を行い、次年度以降の取組内容の見直しを行うことは、取組内容をよりよいものとしていくために重要です。
指宿や健険組Aでは、イベント参加者に対するアンケートやボイント獲得状況等から、参加者の取組状況を分析し、次年度以
降の取組内容に反映を行いました。札本、では、事業に参加した住民との意見交換会を実施し、参加者から直接意見を収集しました。

では、連携する学識者と共に、事業の効果検証を実施しています。また、テ=や



事例の見方

札内(北海道)

亨このよう北取組を周知しています

保険者種別が記載されています
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村全体か関わりあい、地域「、貢献する仕組みを取り入れた健康ボイント亊業

18歳以上0)キ寸在住者及て内生勤者対獄者

報酬設定活動量計やスマートフォンアオjを活用し、健康づくりの取組を実施することでボイントを付与。
ポイ>,Nば商品券~D交換や村内の学佼~D寄剛凋し哨こ励ξできる。

る取組対急イベント~D参加、事業の効果検証を目的としたアンケート^回答(参力U到、歩数、村内協力店での健康メニユーの注文(努
力型)、筋肉量の1勘Uもしく1ヰ墓准内での維持^)等、多様な取組tこ対して内裂こ応、じlb吠イントを付与。

0鳳
実怖休忠1"" 0

や'即

・【財源】

刃ポーツ庁の運動・スフ1{ーツ習慣化促進事樂を主な財源として、、る.自治体内fこおいては、1部署力隼務局となり、組織横断型の庁内検討員会を問催
1.各吾曙から1名参加し、年数回意昆収焦や評価を実施, この他、メ嫡道にて実施されてし搭補助金事業茗舌用しa協.

関わりのあった戯品企業に事饗の説明をする中で賛同を得て、連携にっな力、た. 1 事業内に1§ける景。兄にっいて1戯すの自主財源で対応してし、る.参加人数の勵膳.
0

により、金額の増大力宅^題となコてし、るたンセンティブ1こ依存しなし隼業誕十を
冨亀{゛.

、
.

. ^

個人インセンティブの取組を実施する人員体制皿取矩σ箭徴

0 木イントを闇附」琴る制度設計

と財源について、まとめています貯ネ.つj抄1{インNネ商品券の交掛の他何年設^、け・へ〒.

1賦インN倒連,た委加背ことっτは寄附とし力避択肢を劉jることでモチパー: 、 こつ

、孫のた呪して祖父母^^ず、子供や生^、呪して側世代である保議^も慰引こ委力口しU、る.^
.

・令取16年度には^吠イント事案委力幡351名力5918.5007KインK円)の寄附^た.
0 事業の見直しと効果検証の^

こは政箭平両こおし、てあがコた謡題を検証し、次年度・毎年政策評価として庁内で報告・麓富^う.予 てし、る.

・令和7年度にば串剣、、ら瓜,た住殴の「 、尋、

り、大字^同研究を行ってし凱 ても、る.ペ' 、 ^

ーいて2017年から2023年度刺こ^こ乏加した方、し樹"た方を廿殺,た.参こよって有意劃^たが、高血圧^予矧^て
取組の背景や工夫点にっいて、詳細に記載しています 、本事靴の因果関倒本不朗であるもm、平廓0年度と令和6年度の壮製こより、生活晋^加恰1阿剥扣てし、こ.款、毎年医^

た.

.2022年1こ^し2018年・2019年開始者d医^^効果を分椋,た.

.基本1肯報
t寅筬宰恬ユ023味壇分

実際の広報資料やチラシ等を掲載し、周知に当たっての

工夫点を吹き出しにて記載しています

●●■●抑
冒■住風粥^

(国俄且合)

↓0人者粒 glE色

鴇窪心,尿 R隻"

国民健庚保険侮儒且合)

健康則熟各合

2025侮4月笥1立:

49.フ、鴇丁長由宗仰女、モ宇 50

任1、1回僻便づくり浜為会幸聞Arし.令!廩ホイント
聿宮の宍形や殉'会女実廠..尋滴会島中t.歩(
'とtl!,られる助果ILついて:圃飾より:見明しCいる.

健庚保燃号合

^
目蹄且評価の類型が記載されています

中札内村(北海道)

保険者に係る基本情報を掲載しています

捕爵且合

個人インセンティブの概要にっいて
記載しています
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中札内村(北海道)

村全体が関わりあい、地域に貢献する仕組みを取り入れこ健康ボイント事業

18歳以上の村在住者及び在勤者対象者

報酬設定活動量計やスマートフォンアメノを活用し、健康づくりの取組を実施することでボイントを付与。
ボイントは商品券への交換や村内の学校への寄附に用いること力ぐできる。

評価する取組対象イベントへの参加、事業の効果検証を目的としたアンケートへの回答(参加型)、歩数、村内協力店での健康メニユーの注文(努
力型)、筋肉量の増加もしくは基準内での維持(成果型)等、多様な取組に対して内容に応じた吠イントを付与。

▲、n"

【人員】
・自治体内においては、1部署力隼務局となり、組織横断型の庁内検討員会を開催
各部署から1名参加し、年数回意見収集や三平イ面を実施。

・関わりのあった民間企業に事業の説明をする中で賛同を得て、連携にっながった。
特に地域型のドラッグスアには「総合相談窓口として委託契約をしてお、

のこめの支広実施。の電池交、参加、、活

0 ボイントを「附」する制度設計
としている。本制度は、健康づくりと針り如戊貢献を結び付けるものであり、特に早期に上・貯まった吠イントは商品券の交換の他、毎年設定された

^

ヘ

限ボイントへ到達した参加者にとっては、寄附とし6選択肢を設けることでモチペーシヨンの維持にっながり、健康行動の継続を促進している。
、孫のためとして祖父母の世代のみならず、子供や生徒のためとして働く世代である保護者や学校の教員も取組に参加している。こ.

・令和6年度には健康ボイント事業参加者351名から918,500ボイント(円)の寄附があった。

0 事業の見直しと効果検証の取組

.毎年政策評価として庁内で報告・議論を行う。予算編成時期には、政策評価においてあがった課題を検証し、次年度の企画案を作成している。
・令和7年度には、事業に参加した住民との意見交換会を実施し、参加 意見を るを行った。

をしている。ーを・事業開始当時より、大学と連携し共同研究を行っている。 ベ'
、

こ こ、、

・令和6年度にレセプトデータを用いて2017年から2023年度中に一度でも事業に参加した方、しなかった方を比較した。参加有無によって有意差はなかったが、高血圧の発生予防に寄与して
いる可能性が示唆された。また、毎年医療費の変遷を確認し、本事業との因果関係は不明であるものの、平成30年度と令和6年度の比較により、生活習慣病の医療費の割合が減少してい
ることが明らかとなった。

・ 2022年に民問企業と連携し2018年・2019年開始者の医療費の抑制効果を分析した。

国民健康保険(市町村国保) 共済組合

●基本情報

(実施率は2023年度分)

国民健康保険(国

加入者数

且合)

特定健康診査実施率 49.フ%特定保健指導実施率 50.0%

【財源】

・スボーツ庁の運動・スボーツ習慣化促進事業を主な財源としている。

・この他、北海道にて実施されている補助金事業を活用している。

・事業内における景品にっいては村の自主財源で対応している。参加人数の増加等
により、金額の増大が課題となっているため、インセンティブに依存しない事業設計を
検討している。

918名(2025年4月時点)

健康険組合

努力型 成果型



中札内村(北海道)

、 11

9 このように取組を周知してぃます!
^

広報誌の特集では、総医療費と基礎疾患比率の
推移などのデータもあわせて掲載し、事業の健康効
果として示唆された内容を紹介

■中札内村の謹医費と甚熨疾愚比率の椎膨

^

1,..,ー,」ι.市^●●」
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国民健康保険(市町村国保)
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広報誌で参加によって歩く習慣が身に付き体重
力灣咸った参加者のデータ、インタビユーを掲載

9

■健ポイント事璽,加春とポイント敦の描拝

罰倉

,6.7鳥

,0.1鵠

.基本情報

(実施率は2023年度分)

国民健康保険(国保組合)

参加型

中札内村Webサイト「広報なかさっない」2025年12月号
(h比 S' WWW.VⅡ1.naka ido.' outUnal.

2026年1月28日閲覧(赤枠は三菱総合研究所加筆)

寄④

■0加客の
年齢・男女別割合

、

加入者数

特定健康診査実施率 49.フ%特定保健指導実施率 50.0%

身続⑤

羽余殿における中樫度の身偉活勣がある人の割合

918名(2025年4月時点)

健康険組合

努力型

尾0

e 15U onten

(赤枠は三菱総合研究所加筆)

年に1回健康づくり講演会を開催し、健康ボイント
事業の表彰や抽選会を実施。講演会の中で、歩く
ことで得られる効果について講師より説明している。

イ,、・健粛講座のご案内
御8年2月21日(土) 9:30~

0

■参加宅の早拘歩融の椎珍

全体歩歓

6,1的

6、ユフ3

β"幼

0

'クロ
ψ

A

共済組合

成果型

曙

令和5年

令和6年

nten始打le rel

'

ノト奉業へご参加、、ただ、、たあり●4ヒうござ、咳した.●和7年塵

記^行、、ます.修了セミ,一τ1ミ榔割力蠏誕動さ罰た方
修了セミ,^に します.

申請もて冬ます.サソドラιこよる測定会や、ノト交換・イペン

<くりに^才道しくださ、、.

①インターネットから
URL:httD5:^.harD.19.jp/GoukrlJQZ

②保健センターへ電話 0155-67-2321

.

男性

6.816

7028

e 27

女性

5.619

5.738

井ち物

無料

飲み物・タオル・
動きやすい服装

.

位師調座
テーマ

07 kouh

碧き録日の、

'

^

所&高石恵一 R

12. df

一今日からてきる健康習

ちく起^^

イペント内容・スケジユール

8:45~闇場・受付
健康ポイント交換,寄附中鵠
・サノトラ測定会(飢チェック
拍選会※健庫ポイント阜案

q:30~10:15 修了セミナー(

10:30~12:00 健座 10:30~Π:10 高石恵一氏

Π:20~12:00 村田浩一郎氏

12:00~12:15 次年の健ポイント について

13:00

曲舎せ中札内村福祉卸係健グループ
丘 0155-67-2321(早日8時30分1ワ時15分)

^

中札内村WebサイトΠ虜了セミナー・健康講座チラシ」
(h : WWW.viⅡ.n k S燭Unai.h k ido. out
84/36461/20260221.Dd 2026年1月28日閲覧

回'.回

回;

各種イペントのチラシを作成している他、事業に関す
る周知事項を記載した「健康ボイント事業だより」を
定期的に発行
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能美市(石川県)

時節にしたこまめなイベントの実施により参加者の組継続を促す健康ボイント事業

18歳以上の市民と市内勤務者対象者

報酬設定参加者が実施した健康づくりの目照且に応じて民間企業が提供するへルスケアプラットフォームにおいて、ボイントを付与。2か月ごとに抽選を
行い、電子地域通貨(能美トチボ)に還元。イペントでは景品の抽選も行われる。

三判西する取組歩数の送信、1日の歩数、特定健康診査・各種がん検診の受診、体重・血圧等の入力、jj或塩や野菜の摂取のセルフチエック、ウォーキン
グコースの達成

【人員】
・他の業務と兼務する担当者5名がチームとなって事業を行っている。庁内では電子
地域通貨の担当課と連携している。また、地域の商業振興を担当する課との連携
により企業の集う場での周知を実施し、振興公社で実施されるウォーキングィベント
においては参加者にアアノの導入を推奨している。

0 参加者の取組継続を目的とした、時節に即したこまめなイベントの企画

している。例えば、アプ1J内に写真投稿力tできる機能があるため、春には桜の写真を投稿することで・継続して取組に参加してもらうため、 にい、ン

ボイントが当たる、梅雨の6月1こは雨の日に歩くとボイント倍になるといったよう{こ、 にーベン している。

百している。例えぱ、目標に達することで電子地域通貨が必ず当たる歩数達成チャレ・ 2か月ごとに電子赴りあ戊通貨が当たる抽i勘C実施されるが、この他にンンー ベン

ンジや抽選で割引券が当たるイベント等。「必ず当たる」イペントは、参加者のモチペーシヨンがより高まる。

国民健康保険(市町村国保)

0 インセンティフ事業の入に向けた準備

令和6年度から健康ボイント事業を開始し、地域通貨のりりースの関係から企業で先行して導入し、市民向けは令和7年3月3日に利用開始した。健康ボイント事業を実施するにあたり、他
ヒ 1ング した。オンー'の治の

ボイントの設定にっいては、他自治体でのボイント設定を参考にしながら、到達しにくくもしやすくもない、少し負荷をかけた上でのボイント設定を検討した。他自治体の状況や参加者の声を参
考に、抽選のタイミングやボイントの設定は今後継続的に見直しを実施する予定としている。

.基本情報

(実施率は2023年度分)

国民健康保険(国組合)

加入者数

特定健康診査実施率 55.3%特定保健指導実施率 74.9%

参加型

唄オ源】

・令和6年度は地方創生推進交付金げジタル田園都市国家構想交付金)を活
用した。令和7年度は一般財源で対応している。

フ,514名(2025年4月時点)

健康保険組合

努力型

共済組合



能美市(石川県)
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指宿市(鹿児島県)

限られた財源、マンパワ一の中で工夫して実施する「健幸」ボイン事業

20歳以上の市民および市内勤務者対象者

報酬設定・活動量計やスマートフォンアブノを活用し、歩数や体%且成のデータを送信することで、結果に応じてボイントを付与。ポイントは地域商品券
三平イ西する目照且への交換に用いること力やできる。

人員】
1人当たりの医療費が国や県と比較して高額であり、国保の赤字や一般財源からの
繰入を全庁的な課題と位置付け、平成27年度から事業を開始した。現在は庁内
の1つの部署力牢業を担当している。

令和7年7月まで外部事業者への委託を行っていたが、財源の癌伯による事業の見
直しにより一旦終了し、同年9月より事業内容を一部変更することで再開した。令
和8年1月以降は委託ではなく、システム使用契約による直接管理をしている。

0補助金に依存しない市単独での事業を実現するための体制検討

.長年事業を実施する中で、補助金等を活用していた時期があったが、市の財源のみで実施可能な事業形態とするため、検討を継続している。外部委託に係る費用の負担が大きかったため、
令和7年7月に以前の形態での事業を終了した。

.令和7年9月からは、スマートフォンの利用を参加必須条件とし、データ管理を参加者のスマートフォンの無料アブノで実施することで委託費を削減すること力やできた。一方で、外部委託の停止
、 1ソース双方のにより職員の事務負担が増大したため、令和8年1月以降はデータのダウンロード等、システム使用契約により直接管理することによって、 口

体制を検討した。

の支援0参加者の
.事業開始当初は活動里計のみでの参加だったが、令和3年度からスマートフォンの歩数計アブノを導入することで、活動量計の故障等による再購入といった負担なく、取組が継続できる仕組
みとした。

コンビニエ'・活動量計利用者は、指定された拠点でデータ送信を行う必要があり、 口

を
^^、

を」

・令和6年度まで、歩数や体組成取組結果に対するコメントが記載されたアドバイスシートの配布

0取組の価・見直しと効果検証

.令和5年度までは、新規参加時と参加後数か月経過後にそれぞれアンケートを実施し、健康りテラシーの向上や健康投資額等を調査・分析し、翌年度の事業内容の検討に活用していた。
・令和3.5年度に、医療費と介護給付費への影響を分析し、シミュレーションにより事業参加群において費用削減効果力確認された。

国民健康保険(市町村国保)

●基本情報

(実施率は2023年度分)

国民健康保険(国組合)

加入者数

【財源】
令和元年以前はスボーツ庁の補助金を用いていた。令和元年~5年度は地方創

生推進交付金げジタル田園都市国家構想交付金)を活用していたが、インセン
ティブに係る報奨費は対象外であったため、一般財源を用いていた。

令和6年度はインセンティブに係る費用を含めて全て一般財源を用いた。参加者か

らは参加年数に応じて年会費(システム利用負担金) 500円もしく1訂,000円
を徴収していた。

特定健康診査実施率 41.0%特定保健指導実施率 51.フ%

参加型

9,991名(2025年4月時点)

健康険組合

であるが、データ送信拠点が遠い参加者への対応として、公民館堅実

努力型

8

共済組合

成果型

も行った。

(年2回)や、オンライン歩数イペントの開催等、参加者から楽しみにしていると好評であった。



志木市(埼玉、K)

専門家の監修を受け、参加者のモチベーション維持に工夫を凝らした健康ボイント事業

4月1日時点で40歳以上の市内在住者(参加期間中に行う健康関連のアンケート調査、計測会への協力が必要)対象者

報酬設定公共施設などに設置された専用端末に活動量計等をかざして歩数データ等を送信することで、送信データ等に応じたボイントを付与。
1ボイントを0.3円とし、500円単位で志木市商工会お買物券と交換。

評価する取組先月に比べBM1や体脂肪率力敗善もしくは基準範囲内、各年齢に設定された目標歩数の達成、市の指定する健康づくりプログラムや民
間のスボーツクラブ等への参加、健診もしくは人間ドックの受診等によりボイントを付与。

【人員】

・自治体内においては、1部署のみで担当している。

・事業が開始された平成27年度当初より、大学教授が本事業の監修を行っている。

・独自システムを構築しており、システムの保守対応は外部事業者へ委託している。

・公共施設と連携を行い、専用端末の設置を行っている。

0 専門家の監修によるポイント定とフィードバサクの提供

・取組に対するボイント設定は、事業の監修者である大学教授と、システムの委託先である外部事業者の代表者(整形外科医)とともに検討し実施している。
しており、フィードノWクを行っている。フィードバックには、監修を行っている大学教授によ・参加者へお買物券を発送する時期に合わせて、 の1 の ^

る全体的なコメントを掲載している。このフィードバサクは参加者の励みとなっている。

0 歩くモチベーションを維持するための工夫
・本事業の参加者を対象とし、毎年「計測会」を実施している。計測会では、体%且成測定(体重・体脂肪率・筋肉量・水分量・基礎代謝量)、膝間力、足指力(歩行りスク連云伊」りスク評
価)、足圧分布等の項目を測定する。

・過去の数値と比べること力やでき、歩くことへのモチベーションにっながっている。

0 医療費に対する効果検証

・事業の監修を行っている大学教授へ依頼し、参加群と非参加群における医療費の変化を分析している。

・年に1度医療費削減効果額を算出しており、令和6年度は、参加群(※)が非参加群と比較して、年間で一人当たり約10万円の医療費削減効果があった。
(※)参加群は平成27年度からの参加者を母数としている。

国民健康保険(市町村国保)

.基本情報

(実施率は2023年度分)

国民健康保険(国保組合)

加入者数

特定健康診査実施率 42.4%特定保健指導実施率 22.9%

参加型

韻オ源】

・主に一般財源を用いて事業を行っている。

・後期高齢者医療制度や国民健康保険に係る県繰入金等、その他の補助金も
活用している。

・事業開始当初の3年間に県の補助金を活用していたが、令和7年度より基準が
変更となった。

12,785名(2025年4月時点)

健康険組合

努力型

共済組合



鹿児島県歯科医師国民健康保険組合①;,籍懸朗
※組織の取組に対するンセンティ

支部の組実績に対するインセンティブ/ディスインセンティブを設した補助金こより各支部の活を促進

15支部の活動に対する補助金(在籍する被保険者の実績を対象)対象者

報酬設定設定する評価指標の成果に応じ、支部への補助金額を決定している。

評価する取組令和7年度は①健康アブノ登録者数の拡大、②各支部で開催されるスクリーニングテスト(若年層及び後期高齢者組合員の集団健診)
及び特定健康診査の推進、③特定保健指導の推進の観点から5つの指標を設定。

鹿児島県歯科医師会のもとに15支部が位置付けられており、この支部ごとに目蹄且を実施している。

平成29年度まで健康増進を目的とした支部事業の補助制度があったが、支部の取組を促進するためにインセンティブ及びディスィンセンティブを設定した補助金に変更した。
と、支部へのインセンティブ及びディスインセンティブを含む組合員割に分かれている。さらに、組合員割は、従来の補助額を支補助金はど支も

数にじこ基礎と、支部の取組成果に応じたインセンティブ及びディスインセンティブによる加減算額の2段階方式で補助金額を配分大きく迭鵬しないように、
している。

対象地区が県下全域であり、少人数で組合の運営を行っていることから、県下全域に対する個人インセンティブの取組は適さない。組合の特色である支部組織を十分に活用
して組合の目標達成を目指すため、組織(支音のに対するインセンティブの形態をとっている。

、阜

015支部の状況を考した制度設計

.15支部は規模や体制等がそれぞれ異なるため、特定の支部力哨利となる制度設計を避ける必要があった。健康アメノの登録者数、健診実施における協力体制の整備状況や働きかけの積
としてし^"支に、ン点極性(ボピュレーションアプローチ)、特定保健指導の実施率や指導後の改善率等、

、^

指標の設定においては、国民健康保険の保険者努力支援制度を参考にした。
,,三有を行ってきた。に^こは ンーヘロ・補助金の交付に当たり、 .

・毎年、前年度末の成果を参考に、翌年度の指標の検討を行っている。

0 支部の取組を推進する工夫
意支ごと1こ可ヒ 加る

^^

ること比 とし・支部へのインセンティブ及びディスインセンティブの根拠となった数値を、全
上ついる。

.取組に関わること力やできる人員が多くないことを踏まえ、指標のーつであるボピュレーションアプローチにっいては、会員サイト上に している。口

.特定保健指導の推進に当たり、特定の対象者へのアプローチカ馳しいため、制度の周知やアブノ登録を通じて保健指導にっながることを支音肘旦当者へ説明するといったように、支部において取

国民健康保険(市町村国保) 国民健康保険(国保組合)

参加型

0

加入者数

特定健康診査実施率 83.9%特定保健指導実施率 28.4%

共済組合

成果型

4,046名(2025年4月時点)

健康保険組合

努力型



鹿児島県歯科医師国民健康保険組合②;,髭懸紛
※健診受診率・特定保健指導実施率向上に向けたインセンティブ

インセンティブ/ディスインセンティブを効果的に用いた健診受診率、特定保健指導実施率向上の工夫

18歳以上の被保険者(健診受診に対するインセンティブ)、特定保健指導の対象者対象者

報酬設定・健診を自己受診する者から健診結果の提出を受けた場合、QU0力ード1,000円を配付。
三平価する目畔且がん検診(オプション検査)は、3コースのうち当該年度に組合が指定する1コースを半額補助(3年周期で3コースを1順番に補助)。

特定健康診査検査項目の欠落者は健診費用全額、検査結果提供に同意しない者は基本検査料の一部を有料化(ディスインセン
ティブ)。

健診当日の保健指導実施者へQU0力ード1,000円を提供。健康アブノ登録により特典を提供。特定保健指導の初回利用者にアアノと
連動した体重計、2回以上の利用者には健康を志向する力フ工での食事券もしくは健康に配慮した食品のギフトボックスの特典を提供。

・健診事業者と良好な関イ系性を築き、1里解と協力のもと、様々な工夫を実行している。

・保険者インセンティブに即した計画を実施することで、補助金を活用しながら保健事業予算の約6割を健診事業に費やしている。

'

◎健診受診率向上1邑向けた様々な垂夫

0 特定健康診査、スグjーニングテスト(若年層及び後期高齢者組合,員の集団健診)及びがん検診化オプシヨン検査りは集団健診を前提としており、組合の健診の受診により特定健康診査と
労働安企衛生法上の健診義務を満たしており、組合,員の基本,検査は無料セしていることから、必河;受診するものとして意識づけがなされている。

0 特定心聿康診査の費用は全額組合が負担してぃることを踏ま兵、ー・.竺・長量.'_E いない.三は'絵妻1、,三三、保健指導の観点から1人でも多くの健診結果を保有する必要がある巳とから、
検査結果の提供に同意をしない者の基^査料を一都盲料と衣るディ夙イεむセン尻イブを開始した。

を構築しゞ獣"江合'父址・集団健診を受診でき,なかった場合には、集団健診終了後の数か月に、面一'
.ノ

ξ:L 至 E -[1. ーマー P;」ιL

'ー_"、ミ↓,毛'.Ξ、 OUの,ーこ1000リ.."軍してし^ている。さらに、集団健診を受診せず、
.ノーノ

垂 里

0 組合においてがんは最も医療費を要しでレ、る原因であり、がんの発症を抑えること力峡緊の課題であることを踏ま貞、オ昇シヨン栓責処あるが'栓珍登,朋の半樋を組合が金担する仕組みを構
築している。平等性(邑偏りが生嵯ないよう、3つのコース(A?腫癌マーカー検査、B:ABC検診、C:便潜血検査・BNP検査・骨密度検査・家族の胸部レントゲン検査)恒換道、各昌=スを3
年置とに半額補助を実施し鴎、る。

0 特定保健指、・実施率向上1邑向けた様々な埀夫
ーといった、会場での動医・集団健診当目に特定保健指導の初回面接を受けられる「健康相談ヲース」を設置。医師の診察を健診の最後の1順番とし、 ヘ口

している。線の工夫を行った。:ニ/里の●、: 三△OUO,ー::1000リ仕1

0 特定保健指導における健康アプリの活用を検討していたため、まずは登録率の向上を目指し、健珍の待ち時間でのアプリの登録支援、アプリ登録に対する特典の提供といった工夫を行った。
0 特定保健指導の初回利用者1邑はずアノ4連動した体重計 4費用は健診事業者の負担)、2回以上の利用者には健康を志向する力フ工での食事券もしくは健康に配慮した食品のギフトボツク
スの特典を提供している。特典の企画は事務局で自由に発案を行い、実行している。

国民健康保険(市町村国保) 国民健康保険(国保組合)

参加型

' E3

共済組合

成果型

加入者数 4,046名(2025年4月時点)

特定健康診査実施率 83.9%特定保健指導実施率 28.4%

健康険組合

努力型

1
■
■
口

.
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鹿児島県歯科医師国民健康保険組合

、 1 /

9 このように取組を周知しています!
^

【健康アアノ登録特典の案内】

,/
^,

^^

^

健康診断管理アプリ
..

CARADA

ご存知で

゛、、ー

霞に壁録済みの方も!

国民健康保険(市町村国保)

令和3年度の

特別企画として実施

これから狂鯨する方も1

結果がスマホで見れる!

案内や健報が届く!

健診サポ

すか?

A

',、、

^

ロロ

期問

をゲソ

【特定保健指導2回目以上の特典の案内】

Amazonギフト券

3,00円分

^

.基本情報

(実施率は2023年度分)

5/1 (土)~ 9/30

▼▲

目三'1、Ξ、げ険(国保組合)

^

C

1

キャンペーン参加方法は面へ

鹿児島県歯科医師国民健康保険組合Webサイト(httDS:ノノkdkokuho.com/WD_
f) 1ページ目10 d 0 10 に m l

2026年3月9日閲・(枠は三菱総合研究所加筆)

四

い

Ama20nギフト券

,0 円分

.鶏
冊

B

奨 r舎企
クー剤

タこタカフエ"'川

て

加入者数 4,046名(2025年4月時点)

風琵

い

特定健康診査実施率 83.9%特定保健指導実施率 28.4%

参加型

ペンお食零券飾ギフトポックス
プレゼント

ボディポール

SIXPAD

健康険組合

D

X

クォカート 5

&ダイエット

閲迎籍
、、

努力型

099.230.m25
豊豊

名様

選ぺるワンプレートランチ+デザート

才らにお土産と1階ラポでの位康測定付き 1

ーーーーー

共済組合

1 ぺアお食事券

円分

成果型

タニが間T6,ニタカフ工と
がコラ"{レーレンしむ・フ.
工捻州でU:こだ" 1

令和4年度以降、特定保位指導を判用するのが今回て2回目以上の方
が対政です(判用特突として既に休皿計をもらうたことがある方が対歌
です今回が1回目の判用となる方には体皿計をプレセントし塵す J

フレゼントは染年3月頃お届け予定です

ユギフトボックス

〒数段限定・先着暦
健鯵当日に初回而談を受ければ.ペアお食珊券は3月を待たずその場でお渡しできます

0豊口距"哩""了善0'つト゛ウウユ赴偲詞'●鳩色ばわ阜Ⅱ卦昆Uよ1■●●り 0り■亨1

カフ工で^しτいる人気註醜

食品埼の島め合わせ

,ニ,並岳,:゛,.゛峰鳥'●●1゛此制TI,::f'.,1
゛腎罰巨●:之置"〒惇齢L冒' Nt、、1

対象者は県下全域であるのに対し、
カフ工は県内1か所であり、訪問力馳
しし暘合が想定されるため、ギフト
ボックスの特典を用意した。

鹿児島県歯科医師国民健康保険組合から許諾を得て、同組合提供資料から
引用。赤枠は三菱総合研究所加筆。

12

健診当日の
保他指対と判定され
た方は会で保導を
印日スタートできます!

貞

6

-
0

.



YG健康険組合

小さな体制で効率的こ、かつ加入者の特色に沿った健康ボイント事業

健康保険組合加入者対象者

報酬設定組合が設定する様々な健康づくりの取組を実施することで、民間企業が提供するへルスケアプラットフォームにおいて、ボイントを付与。
ボイントはプラットフォーム内で景品等に交換力句能。

評価する目賄且アアノの導入(参加型)、ウォーキングイベントの歩数、健康クイズへの正解数、eラーニングの受講(努力型)、健康診断結果の改善、
特定保健指導の達成(成果型)等、様々な取組に対して、内容に応じたボイントを付与。

【人員】
・事業を2.5名ネ呈度の人員体制で運営している。可能な限り業務を自動化し、誰で
も対応できる運用にすることで、工数を抑えながら事業を実施。

・ヘルスケアプラットフォームの事業会社等、委託先の協力を得ている。各委託先とは、
必要に応じて毎週定例会を開催する等密なコミユニケーションを取り、組合の特色
等を理解してもらった上で、組合の意思を伝え、共に事業を構築している。

0 加入者の特色に沿った取組の定
・加入者ぱ清報通信業に従事しておりITりテラシーカ塙いこと、成果に対して評価される文化が根付いている事業所が多いという特色がある。また、加入者の平均年齢が37.6歳と低く、子
育て世代の従業員が多いことや、デスクワーク・在宅勤務が多く運動習慣があまりないことが特徴であった。

・このような特色を踏まえ、加入者の取ホ且成果をボイントとして即時で反映させアアノ上で可視化できるよう1こする、eラーニングのコンテンツに「子どもの上手な医療のかかり方」のトピツクを含め
る、特別な運動時間を確保せずに参加できるオンラインウォーキングラリーを実施するといった取組を行った。

0 取組の振り返り

・イペント終了後に、参加数、達成数の割合、ボイント設計ごとの対象者数等を算出し、実施状況を確謬している。また、毎年同一のイベントを実施している場合、 ヒを

向を分析している。

・年度末に健診結果や特定保健指導の結果を確認するとともに、歯科含むレセプトから受診状況等を確認し、関連するレセプトデータ及び受診状況等を踏まえて経年比較を行っている。
・次年度以降のイペント設計にっいて、達成割合やボイント1動暑者の状況を確認しながら、ボイントを増額しても問題ないか、あるいは減額しても参加が見込めるか等を検討し、

る、ン つし、。

国民健康保険(市町村国保)

●基本情報

(実施率は2023年度分)

国民健康「険(国保組合)

し、その動

加入者数

特定健康診査実施率 93.1%特定保健指導実施率 57.6%

参加型

【貝オ源】
・保健事業費において実施。保健事業費は事業費全体の11%を占めており、高い
水準を保っている。

・ PFSι成果連型民間委託契約方式)事業として、厚生労働省の補助金事業
にも応募しており、令和5年度・令和7年度に継続して採択。40歳末満のメタボリッ

28,153名(2025年4月時点)

健康保険組合

▲Υ

努力型

クシンドローム対策のように、予算確保力難しい分野への対応を行っている。

共済組合

'



YG健康保険組合

、 1 /

1盲)このよう1こ取組を周知してぃます!
^

YG健保主催ウォーキングラリー 2025年10

歯の健康歯科eラーニング公開のお知らせ」
iclid=16 801)令手n8年3月9日閲覧ne

開催

YG健原保険組合では、健底づくりに取り組んでいただくことを目的に、催康ボータルサイト

を活用したウォーキングラリーを閲催いたします!

中ンとつひ号ンーとめかね,、;ラフ・ズミリ寺)かね,、りネズミ四吉)だ1亘

国民健康保険(市町村国保)

YG健1段主倍ウォーキ

今回のウォーキングラリーは

フランスを歩こう!

健舮日本21(第三次)」では、一日8000歩が催原の目安とされています。

さらに、「一日8000歩、そのうち速歩き20分(中強度の活動)」を意識することで、認知症や

糖尿病、心臓病、がんなと、さまざまな病気の予防につながることがわかっています。

これらを踏まえ、本イヘントの目標歩数も6000歩から7000歩に変更いたしまし亢。

速歩きは一度にまとめてではなく、一日の合計が20分でOK!通勤や買い物の合問なと蒼段の生

活に取り入れるだけで効果があります!

出社時や行楽シーズンにあわせて、ご参加のうえ積極的に歩、てリフレツンユしましょう!

※の豆録力お済みでない方は、尿初に斬規登録の手続き力表現を用いる工夫をしている。

20■D、1・

●基本情報

(実施率は2023年度分)

国民健康保険(国保組合)

参加型

YG健康保険組合Webサイト「YG健保主催ウォーキングラリー 2025年10月開催」
?arヒicleid=17068 )令手口8年3月9日閲覧(htt www. new new .

. 0

のお知らせ

,.0

加入者数

「eラーニング」公開のお知らせです。YG健原保険絹合より

YG倒稟保険組合では、皆さまの歯と口の健原を守るために歯科に閲するeラーニングを実施いた

します.この機会に、正しいケア方法や艮新の歯科知織を学び、いつまでも健やかな笑顔を保ち

ましょう!

特定健康診査実施率 93.1%特定保健指導実施率 57.6%

もっと知ろう!歯の健康歯科eラーニング公開

28,153名(2025年4月時点)

健康保険組合

努力型

共済組合

eラーニングでは、ヘルスケアにつぃて気軽にそして楽しく学習できます。

今回のテーマは「歯科」です。コースは全4コース!

・「正しいブラッシングの仕方

.「歯並び・噛み合わせ不良が及ぽす影響」

・「生活習慣とお口の健康」

・「糖尿病と歯周病」

「確認テスト完了」で550 ポイントを村与いたします。

10分1呈度から始められますのでお昼休みや,尤寝前などのすきま時問に学習と確認テストをチャレ

ンジしてみてください!

YG健康保険組合Webサイト「もっと知ろう!
(h仕: WWW. ken o.' new

.

イペントをWebサイト上で周知

もっと矢ろう!

eラーニングで学ぶ

、、

0
、



A健康保険組合

対象者に応じた幅広い内容の報設定

健康保険組合被保険者、配偶者対象者

報酬設定・①・企業の健康診断以外の婦人科検診、配偶者の健
康診断受診の無料化三平イ西する取組

・オンライン診療と低用量ビル・漢方・サアノメントの処
方の全額負担
・各種健診の受診やワクチンの接種費用の7割負担

【人員】
・健康保険組合は担当者2名、保健師2名の計4名体制。各事業所の健康管理担当者と共同で
呼びかけを行い、事業を実施している。

・年1回、約60名規模で方針説明のウエブ会議を開催。各事業戸斤の保健師は全体で約30名いる。

・月1回、事業主と健康保険組合、労働組合とのコラボヘルス会議で盾報共有を行っている。

※健康保険組合の意向により匿名での掲載

0 加入者の特性を踏まえた取組の検討
・加入者の特性として、運動習慣が低く、喫煙者が多い。これを踏まえ、運動習慣の定着及び健康りテラシー向上を目的として、ヘルスケアプラットフォームの導入を行った。

0 対象者に応じた報の設定
・民間企業が提供するへルスケアプラットフォームにおけるボイント付与は、対象者の明確化の観点から組合被保険者のみとしている。

QU0力ードを選択した。・配偶者に対しての報酬として、支 'に

0 様々な取組に対するボイント定
・ウォーキングイベントへの参加、体重測定イベントへの参加(参加型)、歯科e・ラーニングの受講(努力型)、前年の健康診断結果と当年度の健康診断結果の比較による数値の改善、健
康クイズの全問正解、ウォーキングイベントでの一定歩数のj皇成(抽選でのボイント付与)(成果型)といったように、幅広しⅧ蹄且に対してボイント設定を行っている。

・クイズへの正解や単発のイベントの参加にっいては一律同数のボイント、目標の達成ではより高いボイントと、評価する取組内容に応じてボイントの重みづけをしている。ボイント付与の基準とし
ては、ウォーキングでは飲料代相当の300~500ボイントネ呈度としている。

・禁煙を三平価する取組として、禁煙者と伴走者で2人爺且とし、4週間で30%以上の減煙を達成した場合は2,000ボイントを付与している。なお、喫煙者の禁煙達成でボイントを付与することに
している。減煙割合を喫煙本数に換算^ヘつもーこ^

ついて、非禁煙者から不満があがる可能性があったことや 0

し、1本当たりの金額を定め、寄附を行っている。寄附の原資は事業主及び健康保険組合が折半している。(参加者が減少してきたため、令和7年度で一旦終了)

国民健康保険(市町村国保)

.基本情報

(実施率は2023年度分)

国民健康保険(国保組合)

②
配偶者の特定健診
結果の提出や健康
診断の早期受診に

より、 QU0力ード
1,000円分の提供

加入者数約28,000名(2025年4月時点)

特定健康診査実施率約90%特定保健指導実施率約89%

健康保険組合

③組合もしくは事業主が設定する様々な健康
づくりの取組を実施することで、民間企業が
提供するへルスケアプラットフォームにおいて、
ボイントを付与。
ボイントはプラットフォーム内で景品等に交換
力句能。蹄且合被保険者が対象】

努力型

唄オ源】

・健康保険組合が予算を確保し、事業を実施している。

・企業が関与するイベントもあり、事業主のコラポイベントにっいては
インセンティブにかかる費用を折半している。

共済組合

成果型

15



クボタ健康保険組合①
※個人の取組に対すインセンティ

健康づくりの取組の継続をサボートするため

対象者・①被保険者(従業員)を対
象に、ヘルスケアプラット報酬設定・
フォームを用いたウォーキング評価する取組
ラリー・健康教育等の様々
な健康づくりイベントへの参
加・達成や健診結果に応じ
てへルスケアボイント※を付与。

、、

【人員】

保健事業のうちインセンティブを設定した取り組みに関わる職員・管理職は11名。

11名全員が総クボタとクボタ吸^康保険組合を兼務し、うち5名は保健師。

0 取組の続を促すインセンティブ設定
.ヘルスケアプラットフォームでは、参加型として初回登録、友達招待キャンペーン、努力型として体重・血王・睡眠時間の日々の記録、決められた5コースから選択し2か月間毎日記録(「やる

定している。
、

ことチャレンジ」)、2か月間の平均歩数の達成、成果型として健康クィズへの正解、健康年齢の改善と、 、 J、、

ことを目的として、ウエアラブル端末購入のためのボイン時甫助を1テつている。支のー'ータの.

.口腔の健康維持のため、20~55歳の5歳刻みの年齢の被保険者(従業員)に対し、

、工夫を凝らたUタイミング"と"形態"のインセンティブ

② 20~55歳の5歳刻みの③ 38歳の被保険者(従業④
員)を対象に、セミナーへの年齢の被保険者(従業
参加で野菜・果物セット、3か員)を対象に、無料で
月後アンケートへの回答でドリ自宅郵送型歯周病検
ンクチケヅトを提供。さらに翌査を実施。
年、健康行動の記録イベント効果測定のためのWeb
への参加でへルスケアボイントアンケート回答でへルスケ

アボイント※を付与。 ※を付与。

国民健康保険(市町村国保) 共済組合

がんや生活習慣病のりスクカ塙まり、特定保健指導の対象となる40歳を目前とした世代のへルスリテラシーを向上させるため、38歳の被保険者(従業員)を対象として、ウエルネスセミナーを.

実施している。本セミナーの参加賞には会社の農産物販売事業とコラボした「バランス野菜・果物セツト」を提供している。また、3か月後の取組状況を確認するアンケートへの回答でドリンクチ
ク、ヅトを提供している。また、セミナー内容と連動させたへルスケアプラットフォームの健康行動の記録イベント参加でへルスケアボイントを付与するなど、'ー{【 Y1邑企百"
している。

0 の価

.取組の参加率や取組において定めるアウトプット指標の集計を行っている。また、アンケート等でへルスリテラシーを把握したり、ヘルスケアプラツトフォーム登録者の分析を毎月実施している。

.取組状況に応じて、ヘルスケアプラットフォームでのボイント付与の対象や金額は毎年見直しを行っている。

査にWeb ンケー

成果型

.基本情報

(実施率は2023年度分)

国民健康険(国保組合)

及' 11 こをしている。また の

している。「歯科清掃補助用品利用」、「タ食後又は就■喫前の歯磨き実施」、「歯科医院受診」の実施力肱認できた場合にはへルスケアボイントを付与している。

加入者数 47,501名(2025年4月時点)

特定健康診査実施率 83.5%特定保健指導実施率 73.3%

参加型

※へルスケアボイントは健康グッズ、生活用品、電子マネー等への交換や寄附に使用可能

健康保険組合

唄オ源】
上記①の各イベント等のへルスケアボイント付与額は、それぞれ被保険者(イ走業
員)にとってインセンティブになり得ると想定される額とし、かっそれらを全て獲得した
場合の総額が約10,000円となるよう、予算を確保。

努力型

供

禁煙を希望し、アアノ利用が
可能な被保険者(従業
員)を対象に、オンライン禁
煙プログラムを無料で提供。
禁煙達成者には表彰状を送
付。



クボタ健康保険組合②
※組織の取組に対するインセンテイ

各事業所における健康づくりの取組を支援する補助金制

健康クボタ21※推進委員が選出されている事業所対象者

報酬設定事業所の人数規模、他事業所との共同有無、取組テーマ数に応じた補助金上限を設定し、取組に要した費用を補助金として支払い

三平イ面する目照且健康クボタ21※の重点項目(食事・運動・禁煙・飲酒・"郵助をテーマとした各事業所での取組
^.^.^.^.^.^.^.^.^闇^.^.^.^辱^■^■^■^■^■^.^.^.^.^■^.^.^■^.^■^.^.^.^■^.^.^.^.^.^.^.^.^.^.^■^.^.^.^.^■^.^■^.^■^.^.^■^.^■^.^●^■^.^●^●^●^●^●^●^●^■^●^■^●^■^●^■^●^●^■^■^●^●^■^■^■^●^■^●^●^■^●^■^●^●^■^●^●^●^●^●^■^●^●^●^●^●^●^■^●^●^●^■^●^■^●^●^●^●^●^●^●^●^●^●^●^●^●^●^●^●^

、生

健康クボタ21は、健康日本21が開始された翌年の2004年に取組を開始している。

各事業所で推進委員を選出し、年2回、推進委員会議を実施している。

各事業所において予算確保や目照且の提案がしにくいとしめた課題があるため、本補助金により各事業所における健康づくりの取組を支援している。

健康クポタ21の重点項目をテーマとした健康づくりの取組を支援する補助金

している。これまで、「食事」のテーマとして栄養成分が豊富なもち麦を食1こ、ーにる・・愁・、・の5つのテー

堂のメニューに使用する取組、「睡眠」のテーマとしてヨガを行うといった取組等があった。最近では、ヘルスケアプラットフォームと連動させ、事業所間の垣根を越え、事業所対抗でウォーキングイペ
ントを実施する取組が出てきた。

健康クボタ21推進委員会議等で各事業所の取組を共有し、効果のある取組を他の事業所で取り入れること力やできるようにしている。

国民健康保険(市町村国保)

※『健康日本21』と連動した、健康を増進し疾病を予防する「1次予防」に重点をおいたクボタ独自の健康づくり事業

.基本情報

(実施率は2023年度分)

国民健康険(国保組合)

加入者数 47,501名(2025年4月時点)

特定健康診査実施率 83.5%特定保健指導実施率 733%

参加型

健康保険組合

努力型

共済組合

成果型



クボタ健康保険組合①・②

、 1 /

9 このように取組を周知してぃます!
^

【クボタ健康保険組合のHP掲載内容】

■健康クボタ21の周知

食事

運動

睡眠

禁煙

国民健康保険(市町村国)

飲酒

...

食事

知る

適正BMI(24.9以下18.5以上)を維持

生活習慣を改善し BM1を維持する事で

病になるりスクを戡うす

朝食を週5回以上食ぺる

食生活のりズムを整える

1日30分以上の動をする

連動習慣を癖づける

たばこを吸わない

自身と周囲(副流煙で)の健康りスク防止

適正飲酒(時々3合未満・毎日2合未満)

飲みすぎし、よる健康りスクあよひ

生舌習慣の乱力を防

睡眠で十分な休.がとれている

睡眠不足ι一よるケカや事敦等を防止

禁煙

■へルスケアプラットフォームの周知

被保険者専用

クボタ健康保険組合Webサイト「健康クボタ21」

続1づる

也ち

●基本情報

(実施率は2023年度分)

国民健康

睡眠

知る

険(国保組合)

参加型

也る

加入者数 47,501名(2025年4月時点)

健康情報を知る
自身の健康状態を知る

続ける

特定健康診査実施率 83.5%特定保健指導実施率 73.3%

自分に合った健康につな力る行動をイ

健康保険組合

努力型

n en

0

健康ア

クボタ健康保険組合Webサイト「健康アブノ」
(hせ S: WWW.ken o. r.' kubota conten古 hoken

健康につながる行動を紕ける

h ken k

共済組合

成果型

■オンライン禁煙の周知

X.htmD 令和8年3月5日閲

29.8

オンライン禁
始めてみませんか?

過書^■■悼

クボタ健康保険組合て

,オンライン祭煙.を専入し恐しだ1

クボタ置康保険組合披保険告の方は

無料てご芦加いだだけ悲す(通常Y5ι.000)

社外(侃殻gなm

10罰{制54,000相幽

なし

24 閻(6ケ月)

分にあ
健康記

えシ

吐府ノ

クボタ^保険組合Webサイト「オンライン禁煙」
(h s' WWW.ken o. r.' ubo Con e

日々の記録&
やることりスト

eu

健保からの
お知らせ

index.htmD 令ネロ8年3月5日閲覧

:轟煙対繁

ユ^ち
"OU抗1グラム亀這殴

平白於できる方に

1.禁煙外来

血腹む

ク黒",侭
M勣額

n己n拘鵡

四m

(偲師)

7割

3割

2週閥(3ケ月)

血ヨ卦閏中に社内で

2.禁煙外来

(但師・暑墨駐)

5割(会社5割)

なし

1ユ週閥(3ケ月)

忙し(て過^きない方に

3.オンライン禁煙

NEW

)令和8年3月5日閲覧
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向
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昆
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升
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宮,県市町村職員共済組合

組合加入者等の健康課題にづいたイベントの実施

組合加入者、被扶養者対象者

報酬設定・①年に1回、健康料理教室を開催。
参加者に対して健康グッズの配評価する取組
布を実施。

【人員】
健康料理教室は、特定保健指導を委託している外部事業者の管理栄養士に依
頼し、企画や調理を実施している。

ヘルスケアプラットフォームは外部事業者と契約している。独自のボイント設定力句能
であり、福利厚生として利用できる保養所等の利用券を発券すること力句能。

0 参加者の食に対する関心や理解を深める料理教室の開催

への意 0上を目的として、組合員及び被扶養者を対象とした料理教室を開催している。公民館等のキッチン付生・に ,

きの施設において、定員約20名で年1回実施している。参加者には健康グッズ(塩分計)を提供している。

・組合の課題として、医療費力惰く、特に高血圧症の割合力惰いことから、^を中心としたメニユーを作っている。

国民健康保険(市町村国保)

0 へルスケアフラツトフォームの入

・令和6年度までは県が運用するアブノを用いていたが、アプ1jの運用終了に伴い、令和7年度からは民間企業が提供するへルスケアプラットフォームを導入した。

・アアノの起動、健康診断結果の確認(参加型)、ウォーキングイベントでの歩数(努力型)に対してボイントを付与している。共済組合が主催して行う生活習慣病関連のセミナーにおける
参加者アンケーNこ回答することにもボイントを付与している。

めのハンを・ヘルスケアプラットフォームでのボイント付与にっいては、現物支給と比較して「もらった実感仂瞳いとの認識から、現支 している。

②組合が設定する吸聿康づくりの取組を実施することで、
民間企業が提供するへルスケアプラットフォームにお
いて、ポイントを付与。
ボイントはプラットフォーム内で景品や電子マネーに交
換力句能。

成果型

●基本情報

(実施率は2023年度分)

国民健康険(国

加入者数

且合)

特定健康診査実施率 81.0%特定保健指導実施率 47.1%

参加型

29,860名(2025年4月時点)

【財源】

インセンティブの提供に係る費用は確保しているが、これまでに増額は行っておらず、
既存事業の見直しや、ヘルスケアプラットフォームへの移行により生じた余剰分、
ペーバーレス化によって削減できた費用等を充当している。

健康保険組合

努力型

③被扶養者の健診結果を組合に

提出することで、 QU0力ード
2,000円分を提供。

共済組合



地方職員共済組合

各支部の健康課題に応じた独自のと支部取組を促進する部の支援

各都道府県に存在する支部における健康課題に応じ、それぞれの支部で健康づくりの取組を実施している。対象者・
報酬設定・全支部共通の取組として、民間企業が提供するへルスケアプラットフォームを導入しており、これを活用して各支部が独自の取組を展開し
三平価する耳蹄且ている。

【人員】

・ヘルスケアプラットフォームは本部で一括契約を行っているが、支部ごとの共済担当
者に管理者権限を付与してぃるため、各支部においてアカウントの発行やボイントの
付与といった管理を行っている。

・各支部の管理者が、ヘルスケアプラットフォーム事業者と連携し、支部ごとの課題角¥
決にっながるイベントを相談しながら決定・実施している。

B'

0 各支部の健康課題に応じた独自の取組

【事例①】

・健康づくりの習慣化を目的としてウォーキングィ4◎卜を開催した。参加申込みセ結果報.告にっいては、県の電子申請身ステムを利用して実施した。

・以下①から③までの者を全庁共通シス牙ム」歎で公表した。佃、ずれも副賞を渡しているほか、⑧には_.,',.'Ξ一いる。

①30万歩を達成した個人の上位.10名、②全員が3の巧歩を達成したグループ、
③ウォーキングを通じて行った職場づくりの中で、独自の且三ークな取り組みをしたグループのうち、最優秀賞1組、優秀.賞え組
【事例②】

.生活習慣病予防や日頃から健康を意識してもらうことを目的に、30歳未満の健康教育セミナーと年齢を問わない希望者に対してへルスアツブ事業を実施した。ヘルスアツプ事業では、ジム
トレーナーやヨガ講師を招いた運動教室を実施した。

0

ヨ整゜を提供した。バー・健康教育セミナーへの参加者には歯ブラシセット、ヘルスアッフ事業参加者には と
^ 、

0 支部の取組を促進する本部の支援

.本部として毎年5月に全支部向け説明会を開催し、ヘルスケアプラットフォームで利用可能な機能や今後の方向性にっいて説明している。各支部担当者は定期的に異動があるため、ヘル
スケアプラットフォームに関する知識を持たない担当者力晒B属される場合があり、説明を行うことで いる。への

.例えば、健康年齢を活用したイベントでは、支部が自支部の健康年齢データを把握したし暘合、本部に自支部の健康年齢データの提供を依頼し、本部は事業者から提供された全支部
分の健康年齢データのうち、該当支部の健康年齢データを切り分けた上で希望する支部に提供するといったよう1こ、デー を担う場合がある。にし

国民健康保険(市町村国保)

.基本情報

(実施率は2023年度分)

国民健康保険(国保組合)

参加型

【貝オ源】
ヘルスケアプラットフォームの契約は本部で一括して行っており、事業費として保健
事業の予算に計上している。各支部におけるイベントの開イ捗頁度やポイント数は異
なるため、インセンティブに係る財源は各支部が独立して予算を確保している。

各支部の保健事業に対しては、事業費の一定割合にっいて本部から助成金力佼
付されている。インセンティブ事業に対する助成金の割合は事業費の50%であり、
割合は46i首π守県支部及び本部支部共通である。

加入者数 657,860名(2025年4月時点)

特定健康診査実施率 86.フ%特定保健指導実施率 49.1%

健康保険組合

努力型

共済組合

成果型



地方職員共済組合

、 11

9 このように取組を周知しています!
^

【ヘルスケアプラットフォームの紹介】

歩いて

国民健康保険(市町村国保)

読んで 健康になると

たまる

●基本情報

(実施率は2023年度分)

国民健康保険(国保組合)

参加型

ユ瓢卓

はあな力の r註店年凱」を雌持改昏,るためのへルスケアプラットフ肯ームです

盤農情郁をーつにまとめ、あなたの状応を見える化し、盤俵恬動をサポートします

ご登録方法

問鮒のチつシ記些の*人確認コートと
窒録方注をご覧いたたき、スマート

つオン圭たはPCよりご豊録く二さい

加入者数 657,860名(2025年4月時点)

年岡皐大

0000*、^たまる!
皐τ1、●0晶鳥息よU0ゴ4 此# ,

、''ピユ"掌

アプリ

アプリが

おすすめ!

であなたの健康がわかる、ポイントもたまる。

特定健康診査実施率 86.フ%特定保健指導実施率 49.1%

しはい晶と0"のへユて,こら

「ふれんビウォーク」

ポイントは

好きな商品に交換!

健康保険組合

ず'

、卓●

ふれkt ウ井ーク

窃口

ネト住'AX

a皿旦る閲 9i什Card

.ポイント
T
0

IB5,^,以とでしば、、山がノ¥ベル
庵R見 1 シ¥ペ」しでU011り,るヒ
司'イントがもら叉卑,

努力型

ヘルスケアプラットフォームの周知の
リーフレットを配布

にご丑証いたた
くと、月選で個告

グウズをプレゼント!

力5亨色畦がわが6

「健康年盤」

共済組合

の鉾Lい内容は囚而に

FAX :000・123-4567

成果型

健保陵組合

費血卑僻韓軸卑芯断やAmトゥク功岨

粛から畠Uたの智0牧季が何虚内"か

乏爽,蚊●の抱"τオ.

血づく0てご催契ずイノト

r位印チャレンジ」

健康

他にも康づくりをサポートする

機能が充実

抄

ウ竃ーキングや生'曾慣の哉善行舶1-
皇りMみ女がらポイントもた'るイベ

ントを閉催年閤邑大0.^ポイント

Uとk傘り豊官

倖悶時m1」字んて゛ー

r健康記Φ」

初回登録案内通知を紛失してしまつた方

その他ご問等はこちらまで

地方職員共済組合から許諾を得て、同組合提供資料力ち引用。赤枠は三菱総合研究所加筆。

・甘診結の硫認

.お孤手帳
・ワクチン掃号記口
・日々の記鼻

・健レシピなビ

TEL :000-123-4567

健グッズプレゼントキャンペーン実垢中!

註劇記畢を談んで評価するとポイント

がもら貞皇す大A気コンテンツtメ

,:1:川棚」も艶"遮虹中 1

、

J=.命

21

司
勺

' 、

便
U
て
よ

こ
れ
で
告
モ
ミ

太
書

鴫

喬
・
一
詔
一

R
一
卵

工
●
U
、
゛
ゞ
q

P


